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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.5 汚染水処理設備等 

2.5.1 基本設計 

 

（中略） 

 

2.5.1.5 主要な機器 

2.5.1.5.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等） 

 

（中略） 

 

(4) 淡水化装置（逆浸透膜装置，蒸発濃縮装置） 

淡水化装置は，滞留水を原子炉注水に再使用するため，滞留水に含まれる塩分を除去する 

ことを目的に，逆浸透膜装置，蒸発濃縮装置で構成する。 

逆浸透膜装置は，5系列 6台で構成し，水を通しイオンや塩類などの不純物は透過しない 

逆浸透膜の性質を利用して滞留水に含まれる塩分を除去し，処理済水と塩分が濃縮された 

廃水に分離する。また，蛇腹ハウスやテントハウス内に設置している逆浸透膜装置は,逆浸 

透膜を通さずに滞留水を濃縮廃水側へ送水する機能も有する。蒸発濃縮装置は 3系列 8台 

で構成し，逆浸透膜装置により塩分が濃縮された廃水を蒸気により蒸発濃縮（蒸留）する設 

備であるが、平成 28 年 1月現在運用を停止している。また，各装置は装置の処理能力を確 

認するための試料を採取できる設備とする。 

なお，逆浸透膜装置のうち 4号機タービン建屋 2階に設置する逆浸透膜装置（以下，「建 

屋内 RO」という。）及びこれに付帯する機器を建屋内 RO循環設備という。 

淡水化装置は，複数の装置及び系統により多重性及び多様性を確保する。 

 

 

（中略） 

 

 

2.5.2 基本仕様 

2.5.2.1 主要仕様 

2.5.2.1.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管,移送ポンプ等） 

 

（中略） 

 

(23) 濃縮処理水移送ポンプ（完成品） 

台  数      2 

容  量      50m3/h（1 台あたり） 

揚  程      75m 

 

（中略） 

 

(35) ＲＯ処理水貯槽 ※１ 

合計容量（公称）  14,000m3 

基   数      14基 

容 量（単基）   1,000 m3 以上／基※２ 

材   料      SS400 

板厚（側板）    12mm, 15mm 

 

（中略） 

 

2.5 汚染水処理設備等 

2.5.1 基本設計 

 

（中略） 

 

2.5.1.5 主要な機器 

2.5.1.5.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等） 

 

（中略） 

 

(4) 淡水化装置（逆浸透膜装置，蒸発濃縮装置） 

淡水化装置は，滞留水を原子炉注水に再使用するため，滞留水に含まれる塩分を除去する 

ことを目的に，逆浸透膜装置，蒸発濃縮装置で構成する。 

逆浸透膜装置は，4号機タービン建屋 2階及び蛇腹ハウス内に設置する 3系列 3台で構成 

し，水を通しイオンや塩類などの不純物は透過しない逆浸透膜の性質を利用して滞留水に 

含まれる塩分を除去し，処理済水と塩分が濃縮された廃水に分離する。運転系列は，耐震性 

を向上させた 4号機タービン建屋 2階に設置する逆浸透膜装置（以下，「建屋内 RO」とい 

う。）を原則として使用する。また，蛇腹ハウス内に設置している逆浸透膜装置は,逆浸透膜 

を通さずに滞留水を濃縮廃水側へ送水する機能も有する。蒸発濃縮装置は 3系列 8台で構 

成し，逆浸透膜装置により塩分が濃縮された廃水を蒸気により蒸発濃縮（蒸留）する設備で 

あるが、平成 28年 1月現在運用を停止している。また，各装置は装置の処理能力を確認す 

るための試料を採取できる設備とする。 

なお，建屋内 RO及びこれに付帯する機器を建屋内 RO循環設備という。 

淡水化装置は，複数の装置及び系統により多重性及び多様性を確保する。 

 

（中略） 

 

 

2.5.2 基本仕様 

2.5.2.1 主要仕様 

2.5.2.1.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管,移送ポンプ等） 

 

 (中略) 

 

(23) 廃止（濃縮処理水移送ポンプ（完成品）） 

 

 

 

 

（中略） 

 

(35) ＲＯ処理水貯槽 ※１ 

合計容量（公称）  7,000m3 

基   数      7基 

容 量（単基）   1,000 m3 以上／基※２ 

材   料      SS400 

板厚（側板）    15mm 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO-1,2 廃止に伴う記載の見直

し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク撤去

に伴う記載の変更 

 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク撤去

に伴う記載の削除及び変更 

 

1



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等） 

2 

 

 

 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

(43) 蒸発濃縮処理水貯槽 ※１ 

合計容量（公称）  10,000m3 

基   数      10基 

容 量（単基）   1,000 m3 以上／基※２ 

材   料      SS400 

板厚（側板）    12mm, 15mm 

 

（中略） 

 

（55）淡水化装置（逆浸透膜装置）（完成品） 

(RO-1A) 処 理 量  270 m3／日 

 淡水化率  約 40％ 

(RO-1B) 処 理 量  300 m3／日 

 淡水化率      約 40％ 

(RO-2)  処 理 量       1,200 m3／日 

  淡水化率       約 40％ 

(RO-3)   処 理 量       1,200 m3／日 

 淡水化率       約 40％ 

(RO-TA)  処 理 量  800 m3／日 

  淡水化率  約 50％ 

(RO-TB)  処 理 量  800 m3／日 

 淡水化率        約 50％ 

 

（中略） 

 

（92）（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

（93）（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

（94）（現行記載なし） 

 

 

 

 

（95）（現行記載なし） 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

(43) 蒸発濃縮処理水貯槽 ※１ 

合計容量（公称）  5,000m3 

基   数      5基 

容 量（単基）   1,000 m3 以上／基※２ 

材   料      SS400 

板厚（側板）    15mm 

 

（中略） 

 

（55）淡水化装置（逆浸透膜装置）（完成品） 

(RO-1A) 廃止 

 

(RO-1B) 廃止 

 

(RO-2)  廃止 

  

(RO-3)   処 理 量       1,200 m3／日 

 淡水化率       約 40％ 

(RO-TA)  処 理 量  800 m3／日 

  淡水化率  約 50％ 

(RO-TB)  処 理 量  800 m3／日 

 淡水化率        約 50％ 

（中略） 

 

(92)建屋内 RO濃縮水受タンク 

基  数   1基 

容  量   30 m3／基 

材  料   ポリエチレン（PE） 

厚  さ   胴板 16.0mm 

 

(93) 増設 RO濃縮水受タンク（RO濃縮水処理設備※から用途変更） 

基  数   1基 

容  量   30 m3／基 

材  料   SUS316L 

厚  さ   胴板 9.0mm 

    ※Ⅱ-2.38 RO濃縮水処理設備 2.38.2.2機器仕様（1）容器 

 

(94) 建屋内 RO濃縮水移送ポンプ（完成品） 

台  数   2 

容  量   15m3/h（1台あたり） 

揚  程   76m 

 

(95) 増設 RO濃縮水供給ポンプ（完成品） 

台  数   2 

容  量   15m3/h（1台あたり） 

揚  程   76m 

 

（中略） 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク撤去

に伴う記載の削除及び変更 

 

 

 

 

 

機器廃止に伴う記載の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の見直し 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１／２５） 

（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２／２５） 

（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（３／２５） 

（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（４／２５） 

（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（５／２５） 

（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（６／２５） 

（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（７／２５） 

（中略） 
表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（８／２５） 

（中略） 
表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（９／２５） 

（中略） 
表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１０／２５） 

（中略） 
表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１１／２５） 

（中略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１／２６） 

（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２／２６） 

（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（３／２６） 

（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（４／２６） 

（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（５／２６） 

（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（６／２６） 

（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（７／２６） 

（中略） 
表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（８／２６） 

（中略） 
表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（９／２６） 

（中略） 
表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１０／２６） 

（中略） 
表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１１／２６） 

（中略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１２／２５） 

名 称 仕 様 

ＳＰＴ建屋取り合いから 

ＳＰＴ（Ｂ）まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 
40℃ 

高温焼却炉建屋１階ハッチから 

高温焼却炉建屋１階取り合いまで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 
40℃ 

高温焼却炉建屋 1階取り合いから 

第二セシウム吸着装置入口まで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

100A／Sch.80 

STPG370,STPT370 

1.37MPa 
66℃ 

第二セシウム吸着装置入口から 

第二セシウム吸着装置出口まで 

（鋼管） 

 

呼び径 

／厚さ 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

50A,80A,100A,150A／ 

Sch.80 

STPG370,STPT370 

1.37MPa 
66℃ 

第二セシウム吸着装置入口から 

第二セシウム吸着装置出口まで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A，80A／Sch.40 
SUS316L 
1.37MPa 
66℃ 

第二セシウム吸着装置出口から 

ＳＰＴ（Ｂ）まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

150A／Sch.80 

STPG370,STPT370 

1.37MPa 
66℃ 

ＳＰＴ（Ｂ）から 

淡水化装置（ＲＯ）まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

50A 相当，100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 
40℃ 

淡水化装置（ＲＯ）から 

ＲＯ処理水貯槽及び蒸発濃縮処理水貯
槽まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A 相当，80A相当， 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

ＲＯ処理水貯槽及び蒸発濃縮処理水貯
槽から 

処理水バッファタンク及びＣＳＴまで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

75A 相当，100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

ＲＯ処理水供給ポンプ配管分岐部から 

ＲＯ処理水貯槽（Ｈ９）まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 
 

 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１２／２６） 

名 称 仕 様 

ＳＰＴ建屋取り合いから 

ＳＰＴ（Ｂ）まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 
40℃ 

高温焼却炉建屋１階ハッチから 

高温焼却炉建屋１階取り合いまで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 
40℃ 

高温焼却炉建屋 1階取り合いから 

第二セシウム吸着装置入口まで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

100A／Sch.80 

STPG370,STPT370 

1.37MPa 
66℃ 

第二セシウム吸着装置入口から 

第二セシウム吸着装置出口まで 

（鋼管） 

 

呼び径 

／厚さ 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

50A,80A,100A,150A／ 

Sch.80 

STPG370,STPT370 

1.37MPa 
66℃ 

第二セシウム吸着装置入口から 

第二セシウム吸着装置出口まで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 
最高使用温度 

50A，80A／Sch.40 
SUS316L 
1.37MPa 
66℃ 

第二セシウム吸着装置出口から 

ＳＰＴ（Ｂ）まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

150A／Sch.80 

STPG370,STPT370 

1.37MPa 
66℃ 

ＳＰＴ（Ｂ）から 

淡水化装置（ＲＯ）まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当，100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 
40℃ 

淡水化装置（ＲＯ）から 

ＲＯ処理水貯槽及び蒸発濃縮処理水貯
槽まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，80A相当， 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

ＲＯ処理水貯槽及び蒸発濃縮処理水貯
槽から 

処理水バッファタンク及びＣＳＴまで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

75A相当，100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 
 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク撤去

に伴う記載の削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１３／２５） 

名 称 仕 様 

ＲＯ処理水貯槽（Ｈ９）から 

蒸発濃縮処理水貯槽配管まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

淡水化装置（ＲＯ）から 

ＲＯ濃縮水貯槽まで 

（ポリエチレン管） 

 

 

 

（鋼管） 

 

 

 

 

（鋼管） 

 

 

 

 

（鋼管） 

呼び径 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径／厚さ 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，65A相当， 

80A相当，100A相当 

150A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa，0.98MPa 

40℃ 

 

100A/Sch.40 

150A/Sch.40 

STPT410，STPT370，SUS316L 

0.98MPa 

40℃ 

 

100A 

SGP 

1.0MPa 

40℃ 

 

100A/Sch.10 

80A/Sch.10 

50A/Sch.10 

SUS304 

0.98MPa 

40℃ 

ＲＯ濃縮水貯槽から 

廃液ＲＯ供給タンクまで 

（ポリエチレン管） 

 

（鋼管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa，0.98MPa 

40℃ 

 

100A/Sch.40 

STPT370 

0.98MPa 

40℃ 

 

（中略） 
表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１４／２５） 

（中略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１３／２６） 

名 称 仕 様 

淡水化装置（ＲＯ）から 

ＲＯ濃縮水貯槽まで 

（ポリエチレン管） 

 

 

 

（鋼管） 

 

 

 

 

（鋼管） 

 

 

 

 

（鋼管） 

呼び径 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

呼び径／厚さ 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，65A相当， 

80A相当，100A相当 

150A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa，0.98MPa 

40℃ 

 

100A/Sch.40 

150A/Sch.40 

STPT410，STPT370，SUS316L 

0.98MPa 

40℃ 

 

100A 

SGP 

1.0MPa 

40℃ 

 

100A/Sch.10 

80A/Sch.10 

50A/Sch.10 

SUS304 

0.98MPa 

40℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１４／２６） 
（中略） 

 

 

記載の適正化 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク撤去

に伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 濃縮水貯槽から廃液供給タ

ンクまでの配管撤去に伴う記

載の削除 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１５／２５） 

名 称 仕 様 

蒸発濃縮処理水貯槽（Ｈ９）から 

処理水バッファタンク及びＣＳＴまで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

75A相当，100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

ＲＯ処理水移送ポンプ配管分岐部から 

ＲＯ処理水供給ポンプ配管分岐部まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

濃縮水タンクから 

濃縮廃液貯槽まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

水中ポンプ出口 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，80A相当,100A相当 

ポリ塩化ビニル 

0.98MPa 

50℃ 

プロセス主建屋内取り合いから 

プロセス主建屋出口取り合いまで 

（戻り系統含む） 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A, 100A／Sch80 

STPG370 

0.5MPa 

66℃ 

 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１６／２５） 

名 称 仕 様 

セシウム吸着装置南側取り合いから 

セシウム吸着装置入口まで 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 

最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370 
1.37MPa 

66℃ 

高温焼却炉建屋１階東側取り合いから 

高温焼却炉建屋１階ハッチまで 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 

最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370 
1.37MPa 

66℃ 

 呼び径 
材質 
最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
1.0MPa 

40℃ 

RO濃縮水移送ポンプ配管分岐部から RO
濃縮水貯槽循環ヘッダーまで 

呼び径 
材質 
最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
0.98MPa 

40℃ 

RO濃縮水貯槽循環ヘッダーから RO濃縮
水貯槽まで 

呼び径※ 
材質 
最高使用圧力 

最高使用温度 

75A相当，80A相当，100A相当 
ポリエチレン 
0.98MPa 

40℃ 

※ 現場施工状況により，配管仕様の一部を使用しない場合もある。 

 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１７／２５） 
（中略） 
 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１５／２６） 

名 称 仕 様 

濃縮水タンクから 

濃縮廃液貯槽まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.0MPa 

40℃ 

水中ポンプ出口 

（耐圧ホース） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，80A相当,100A相当 

ポリ塩化ビニル 

0.98MPa 

50℃ 

プロセス主建屋内取り合いから 

プロセス主建屋出口取り合いまで 

（戻り系統含む） 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A, 100A／Sch80 

STPG370 

0.5MPa 

66℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１６／２６） 

名 称 仕 様 

セシウム吸着装置南側取り合いから 

セシウム吸着装置入口まで 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 

最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370 
1.37MPa 

66℃ 

高温焼却炉建屋１階東側取り合いから 

高温焼却炉建屋１階ハッチまで 

呼び径／厚さ 
材質 
最高使用圧力 

最高使用温度 

100A／Sch.80 
STPG370 
1.37MPa 

66℃ 

 呼び径 
材質 
最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 
ポリエチレン 
1.0MPa 

40℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１７／２６） 
（中略） 
 

記載の適正化 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク撤去

に伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 濃縮水貯槽から廃液供給タ

ンクまでの配管撤去に伴う記

載の削除 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 
表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１８／２５） 

名 称 仕 様 

建屋内 RO 出口から淡水化処理水受タンク
入口まで 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.80 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

SUS316LTP 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

淡水化処理水受タンク出口から CST 移送ラ
イン操作弁ユニット入口まで 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

SUS316LTP 

静水頭，0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A，50A／Sch.80 

SUS316LTP 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

静水頭，0.98MPa 

40℃ 

建屋内 RO 出口から SPT 受入水タンク入口
まで及びろ過処理水受タンク入口まで 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A，80A／Sch.40 

STPT410 

4.5MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 
 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１９／２５） 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２０／２５） 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２１／２５） 
 

 
表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１８／２６） 

名 称 仕 様 

建屋内 RO 出口から淡水化処理水受タンク
入口まで 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.80 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

SUS316LTP 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

淡水化処理水受タンク出口から CST 移送ラ
イン操作弁ユニット入口まで 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

SUS316LTP 

静水頭，0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A，50A／Sch.80 

SUS316LTP 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

静水頭，0.98MPa 

40℃ 

建屋内 RO 出口から建屋内 RO 濃縮水受タン
ク入口まで及びろ過処理水受タンク入口ま
で 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A，80A／Sch.40 

STPT410 

4.5MPa 

40℃ 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 
 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（１９／２６） 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２０／２６） 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２１／２６） 
 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２２／２５） 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２３／２５） 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２４／２５） 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２５／２５） 
（中略） 
 
（現行記載なし） 
 
（中略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 添付資料 

 

（中略） 

 

添付資料－１５ 建屋内 RO 循環設備の設計・確認の方針について 

 

（中略） 

 

添付資料－２０ RO濃縮塩水を移送する配管の追設について 

 

（中略） 

 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２２／２６） 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２３／２６） 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２４／２６） 
（中略） 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２５／２６） 
（中略） 
 

表２．５－１ 汚染水処理設備等の主要配管仕様（２６／２６） 

名 称 仕 様 

SPT廃液移送ポンプ出口分岐から建屋内

RO濃縮水受タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 
40℃ 

建屋内 RO濃縮水受タンク出口から 8.5m

盤 SPT 受入水移送ポンプ出口ライン合

流まで 

（ポリエチレン管） 

（鋼管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，80A相当,100A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 

40℃ 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A／Sch.40 

STPT410 

0.98MPa 

40℃ 

33.5m盤 SPT受入水移送ポンプ出口分岐

から増設 RO濃縮水受タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 
40℃ 

増設 RO 濃縮水受タンク出口から 33.5m

盤 RO 濃縮水供給ポンプ出口ライン合流

まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 
最高使用温度 

50A相当，100A相当 

ポリエチレン 

0.98MPa 
40℃ 

 

（中略） 

 

 

2.5.3 添付資料 

 

（中略） 

 

添付資料－１５ 建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の設計・確認の方針について 

 

（中略） 

 

添付資料－２０ （廃止）RO濃縮塩水を移送する配管の追設について 

 

（中略） 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の追記 

 

 

RO 濃縮水を移送する配管の撤

去による記載の削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１ 

 

（中略） 

 

 
(b) 配置概要 

図－１ 汚染水処理設備等の全体概要図（２／２） 

 

 

添付資料－１ 

 

（中略） 

 

 
(b) 配置概要 

図－１ 汚染水処理設備等の全体概要図（２／２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

多核種除去設備

使用済セシウム吸着塔

一時保管施設

シールド中央制御室

（シールド中操）

使用済セシウム吸着塔

仮保管施設

第二セシウム吸着装置

セシウム吸着装置(1F)

造粒固化体貯槽(D)

(地下)

油分分離装置(4F) 除染装置(1F)

ろ過水タンク

モバイル式処理装置（車載）

主な移送配管

※ 各中低濃度タンク（RO後濃縮塩水受タンク）まで

中低濃度タンク

(58)

（34）廃止（ＲＯ処理水一時貯槽）

（38）廃止（ＲＯ濃縮水貯槽（完成品））

淡水化装置（2F）

中低濃度タンク(46)

中低濃度タンク(46)

中低濃度タンク(46)

第三セシウム吸着装置(2F)

中低濃度タンク

(35),(39),(45),

(46),(43),(59) 

及び

地下貯水槽

※

※

廃スラッジ

一時保管施設

中低濃度タンク

(39),(46)

※

使用済セシウム吸着塔

一時保管施設

中低濃度タンク

(39), (46)

中低濃度タンク(46)

淡水化装置

多核種除去設備

使用済セシウム吸着塔

一時保管施設

シールド中央制御室

（シールド中操）

使用済セシウム吸着塔

仮保管施設

第二セシウム吸着装置

セシウム吸着装置(1F)

造粒固化体貯槽(D)

(地下)

油分分離装置(4F) 除染装置(1F)

ろ過水タンク

モバイル式処理装置（車載）

主な移送配管

※ 各中低濃度タンク（RO後濃縮塩水受タンク）まで

中低濃度タンク

(46),(60)

（34）廃止（ＲＯ処理水一時貯槽）

（38）廃止（ＲＯ濃縮水貯槽（完成品））

淡水化装置（2F）

中低濃度タンク(46)

中低濃度タンク(46)

中低濃度タンク(46)

第三セシウム吸着装置(2F)

中低濃度タンク

(35),(39),

(45),(46),(43),(61) 

及び

地下貯水槽

※

※

廃スラッジ

一時保管施設

中低濃度タンク

(39),(46)

※

使用済セシウム吸着塔

一時保管施設

中低濃度タンク

(39), (46)

中低濃度タンク(46)

淡水化装置

9
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 
添付資料－３ 

 

汚染水処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 

 

(中略) 

 

1. 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等） 

 

（中略） 

 

1.2.評価結果 

 

（中略） 

 

1.2.6.淡水化装置 

 

（中略） 

 

（２）耐震性評価 

 

（中略） 

 

表－７ 淡水化装置耐震評価結果 (1/2) 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

SPT 受入水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.21 0.77 m 

廃液 RO供給ポンプ 本体 転倒 0.36 0.21 0.92 m 

RO 処理水供給ポンプ 本体 転倒 0.36 0.21 0.77 m 

RO 処理水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.47 0.77 m 

RO 濃縮水供給ポンプ 本体 転倒 0.36 0.21 0.77 m 

RO 濃縮水移送ポンプ 

（旧 RO濃縮水貯槽移送 

ポンプ） 

本体 転倒 0.36 0.36 0.77 m 

RO 濃縮水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.35 0.71 m 

濃縮処理水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.35 0.71 m 

濃縮水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.20 0.77 m 

配管・弁モジュール 本体 転倒 0.36 0.19 0.28 m 

逆浸透膜装置 

（RO-1A） 

基礎 

ボルト 

せん断 0.36 1,148 23,419 N 

引張 0.36 <0 - N 

逆浸透膜装置 

（RO-1B） 

基礎 

ボルト 

せん断 0.36 1,060 23,419 N 

引張 0.36 <0 - N 

逆浸透膜装置 

（RO-2） 
本体 

転倒 0.36 19.1 20.8 kN・m 

滑動 0.36 0.36 0.40 － 

逆浸透膜装置 

（RO-3） 
本体 転倒 0.36 1.70 1.80 kN・m 

 

(中略) 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料－３ 

 

汚染水処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 

 

(中略) 

 

1.汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等） 

 

（中略） 

 

1.2.評価結果 

 

（中略） 

 

1.2.6.淡水化装置 

 

（中略） 

 

（２）耐震性評価 

 

（中略） 

 

表－７ 淡水化装置耐震評価結果 (1/2) 

機器名称 評価部位 評価項目 水平震度 算出値 許容値 単位 

SPT受入水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.21 0.77 m 

廃液 RO供給ポンプ 本体 転倒 0.36 0.21 0.92 m 

RO処理水供給ポンプ 本体 転倒 0.36 0.21 0.77 m 

RO処理水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.47 0.77 m 

RO濃縮水供給ポンプ 本体 転倒 0.36 0.21 0.77 m 

RO濃縮水移送ポンプ 

（旧 RO濃縮水貯槽移送 

ポンプ） 

本体 転倒 0.36 0.36 0.77 m 

RO濃縮水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.35 0.71 m 

濃縮水移送ポンプ 本体 転倒 0.36 0.20 0.77 m 

配管・弁モジュール 本体 転倒 0.36 0.19 0.28 m 

逆浸透膜装置 

（RO-3） 
本体 転倒 0.36 1.70 1.80 kN・m 

 

 

 

 

 

 

 

 

(中略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO-1,2廃止及びＨ９，Ｈ９西エ

リアタンク（フランジタンク）

撤去に伴う記載の削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

   

表－８ 円筒型タンクの胴の板厚評価結果 

機器名称 評価部位 必要肉厚[mm] 実厚[mm] 

RO 処理水貯槽 

蒸発濃縮処理水貯槽 

1000m3容量 

(フランジ) 
タンク板厚 6.3 12.0 

RO 濃縮水貯槽 

多核種処理水貯槽 

1000m3容量 

（溶接） 

タンク板厚 9.6 12.0 

タンク板厚 9.8 12.0 

濃縮廃液貯槽 
100m3容量 

円筒型（横置き） 
タンク板厚 3.0 9.0 

 

(中略) 

 

表－９ タンク・槽類の転倒評価結果 

 

機器名称 評価部位 
評価 

項目 

水平 

地震動 
算出値 許容値 単位 

SPT受入水タンク 本体 転倒 0.36 5.8×102 2.9×103 kN･m 

廃液 RO 

供給タンク 

35m3容量 本体 転倒 0.36 1.8×102 4.2×102 kN･m 

40m3容量 本体 転倒 0.36 2.3×102 5.4×102 kN･m 

42m3容量 本体 転倒 0.36 2.0×102 5.5×102 kN･m 

110m3容量 本体 転倒 0.36 5.8×102 2.9×103 kN･m 

RO処理水受タンク 本体 転倒 0.36 5.8×102 2.9×103 kN･m 

RO 処理水 

貯槽 
1000m3容量 本体 転倒 0.36 2.5×104 7.7×104 kN･m 

RO濃縮水受タンク 本体 転倒 0.36 5.8×102 2.9×103 kN･m 

RO 濃縮水 

貯槽 

1000m3容量 

（溶接） 

本体 転倒 0.36 2.4×104 7.4×104 kN･m 

本体 転倒 0.36 2.5×104 7.6×104 kN･m 

多核種処理水

貯槽 

1000m3容量 

（溶接） 

本体 転倒 0.36 2.4×104 7.4×104 kN･m 

本体 転倒 0.36 2.5×104 7.6×104 kN･m 

蒸発濃縮処理水貯槽 本体 転倒 0.36 2.4×104 7.6×104 kN･m 

濃縮水タンク 本体 転倒 0.36 2.1×102 5.4×102 kN･m 

濃縮廃液貯槽 本体 転倒 0.36 1.1×103 2.3×103 kN･m 

 

 

 

 表－８ 円筒型タンクの胴の板厚評価結果 

機器名称 評価部位 必要肉厚[mm] 実厚[mm] 

RO濃縮水貯槽 

多核種処理水貯槽 

1000m3容量 

（溶接） 

タンク板厚 9.6 12.0 

タンク板厚 9.8 12.0 

濃縮廃液貯槽 
100m3容量 

円筒型（横置き） 
タンク板厚 3.0 9.0 

 

 

 

 

(中略) 

 

表－９ タンク・槽類の転倒評価結果 

 

機器名称 評価部位 
評価 

項目 

水平 

地震動 
算出値 許容値 単位 

SPT受入水タンク 本体 転倒 0.36 5.8×102 2.9×103 kN･m 

廃液 RO 

供給タンク 

35m3容量 本体 転倒 0.36 1.8×102 4.2×102 kN･m 

40m3容量 本体 転倒 0.36 2.3×102 5.4×102 kN･m 

42m3容量 本体 転倒 0.36 2.0×102 5.5×102 kN･m 

110m3容量 本体 転倒 0.36 5.8×102 2.9×103 kN･m 

RO処理水受タンク 本体 転倒 0.36 5.8×102 2.9×103 kN･m 

RO濃縮水受タンク 本体 転倒 0.36 5.8×102 2.9×103 kN･m 

RO濃縮水 

貯槽 

1000m3容量 

（溶接） 

本体 転倒 0.36 2.4×104 7.4×104 kN･m 

本体 転倒 0.36 2.5×104 7.6×104 kN･m 

多核種処理水

貯槽 

1000m3容量 

（溶接） 

本体 転倒 0.36 2.4×104 7.4×104 kN･m 

本体 転倒 0.36 2.5×104 7.6×104 kN･m 

濃縮水タンク 本体 転倒 0.36 2.1×102 5.4×102 kN･m 

濃縮廃液貯槽 本体 転倒 0.36 1.1×103 2.3×103 kN･m 
 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク（フ

ランジタンク）撤去に伴う記載

の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク（フ

ランジタンク）撤去に伴う記載

の削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

b. 基準地震動Ｓｓに対する評価 

円筒型タンクに対し，基準地震動Ｓｓによる地震力にて発生する応力等を算出し許 

容値と比較することにより，タンクの貯水機能維持について評価を実施した。評価の 

結果，基準地震動による地震力に対して発生する応力等は許容値よりも小さく，機能 

が維持されることを確認した（表－１０）。 

 

 

表－１０ 円筒型タンクの基準地震動Ｓｓに対する評価結果 

機器名称 評価部位 
評価 

項目 
算出値 許容値 単位 

RO 処理水貯槽 

蒸発濃縮処理水貯槽 

側板 
膜応力 246 360 MPa 

座屈 0.66 1 - 

接続ボルト 

（水平方向） 
引張 355 525 MPa 

接続ボルト 

（鉛直方向） 
引張 506 525 MPa 

 

 

(中略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料－３ 別添－６ 

 

円筒型タンク（1000m3容量）の基準地震動Ｓｓに対する耐震性評価結果 

 

 

b. 廃止（基準地震動Ｓｓに対する評価） 

フランジタンク撤去に伴い本内容を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(中略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料－３ 別添－６ 

 

廃止（円筒型タンク（1000m3容量）の基準地震動Ｓｓに対する耐震性評価結果） 

 

フランジタンク撤去に伴い本内容を削除 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク（フ

ランジタンク）撤去に伴う記載

の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク（フ

ランジタンク）撤去に伴う記載

の削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－９ 

 

汚染水処理設備等の工事計画及び工程について 

 

（中略） 

 

 

実施計画における貯蔵容量 
現在の状況 

（2019年 11月 21日） 

2019年 8月 30日 

認可 

至近の 

変更申請後※1 
貯蔵容量※2 

汚染水 

貯蔵量※2 

RO濃縮水貯槽他 

※3 

195,085 m3 

(89,085 m3) 
195,085 m3 

(89,085 m3) 
79,200 m3 47,272 m3 

Sr処理水貯槽 

※4 

55,596 m3 

(39,082 m3) 

55,596 m3 

(39,082 m3) 
37,300 m3 31,021 m3 

多核種処理水貯槽 

※5 

1,145,301 m3 

(1,267,815 m3) 

1,122,301 m3 

(1,244,815 m3) 
1,137,100 m3 1,092,849 m3 

濃縮廃液貯槽 

※6 
10,300 m3 10,300 m3 10,300 m3 9,245 m3 

 
※1：（ ）内は実施計画上の RO 濃縮水貯槽及び Sr処理水貯槽に多核種処理水の一部を貯蔵している状況 

を反映した貯蔵容量を示す。 

※2：実施計画上の RO 濃縮水貯槽及び Sr 処理水貯槽に多核種処理水の一部を貯蔵している状況を反映した

貯蔵容量，汚染水貯蔵量を示す。 

※3：2.5 汚染水処理設備等-2.5.2 基本仕様-2.5.2.1 主要仕様-2.5.2.1.1 より（37）（39）（48）を示す。 

※4：2.5 汚染水処理設備等-2.5.2 基本仕様-2.5.2.1 主要仕様-2.5.2.1.1 より（60）を示す。 

※5：2.5 汚染水処理設備等-2.5.2 基本仕様-2.5.2.1 主要仕様-2.5.2.1.1 より（46）を示す。 

※6：2.5 汚染水処理設備等-2.5.2 基本仕様-2.5.2.1 主要仕様-2.5.2.1.1 より（45）（61）を示す。 

 

 

添付資料－９ 

 

汚染水処理設備等の工事計画及び工程について 

 

（中略） 

 

 

実施計画における貯蔵容量 
現在の状況 

（2020年 4月 9日） 

2019年 12月 13日 

認可 

至近の 

変更申請後※1 
貯蔵容量※2 

汚染水 

貯蔵量※2 

RO濃縮水貯槽他 

※3 

195,085 m3 

(89,085 m3) 

195,145 m3 

(83,145 m3) 
79,200 m3 41,566 m3 

Sr処理水貯槽 

※4 

55,596 m3 

(39,082 m3) 

55,596 m3 

(32,740 m3) 
31,900 m3 17,532 m3 

多核種処理水貯槽 

※5 

1,122,301 m3 

(1,244,815 m3) 

1,122,301 m3 

(1,257,157 m3) 
1,179,500 m3 1,138,325 m3 

濃縮廃液貯槽 

※6 
10,300 m3 10,300 m3 10,300 m3 9,256 m3 

 
※1：（ ）内は実施計画上の RO 濃縮水貯槽及び Sr処理水貯槽に多核種処理水の一部を貯蔵している状況 

を反映した貯蔵容量を示す。 

※2：実施計画上の RO 濃縮水貯槽及び Sr 処理水貯槽に多核種処理水の一部を貯蔵している状況を反映した

貯蔵容量，汚染水貯蔵量を示す。 

※3：2.5 汚染水処理設備等-2.5.2 基本仕様-2.5.2.1 主要仕様-2.5.2.1.1 より（37）（39）（48）（92）(93)

を示す。 

※4：2.5 汚染水処理設備等-2.5.2 基本仕様-2.5.2.1 主要仕様-2.5.2.1.1 より（60）を示す。 

※5：2.5 汚染水処理設備等-2.5.2 基本仕様-2.5.2.1 主要仕様-2.5.2.1.1 より（46）を示す。 

※6：2.5 汚染水処理設備等-2.5.2 基本仕様-2.5.2.1 主要仕様-2.5.2.1.1 より（45）（61）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器の追設に伴う記載の見直

し 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１２ 

 

中低濃度タンクの設計・確認の方針について 

 

（中略） 

 

６．別紙 

 

（中略） 

 

（４）フランジタンクの止水構造に関する説明書 

 

(中略) 

 

別紙－４ 

 

 

フランジタンクの止水構造に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－８ 

 

 

（中略） 

 

 
タンクエリア全体図 

 

 

添付資料－１２ 

 

中低濃度タンクの設計・確認の方針について 

 

（中略） 

 

６．別紙 

 

（中略） 

 

（４）(廃止)フランジタンクの止水構造に関する説明書 

 

(中略) 

 

別紙－４ 

 

 

廃止（フランジタンクの止水構造に関する説明書） 

 

 

フランジタンク撤去に伴い本内容を削除 

 

 

 

 

別紙－８ 

 

 

（中略） 

 

タンクエリア全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク（フ

ランジタンク）撤去に伴う記載

の削除 

 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク（フ

ランジタンク）撤去に伴う記載

の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク（フ

ランジタンク）撤去に伴う記載

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H9

17



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.5 汚染水処理設備等） 

18 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

(中略) 

 

 

 

 
移送配管系統図（H1，H1東，H2，H4北，H4南，H5，H6(Ⅰ)，H3，H6 (Ⅱ)） 

 

 

 

 

 

 

(中略) 

 

 

 

 
 

移送配管系統図（H1，H1東，H2，H4北，H4南，H5，H6(Ⅰ)，H3，H6 (Ⅱ)，H8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ８エリアタンクへの配管追

設に伴う記載の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H1 東エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

高性能多核種 
除去設備 

増設多核種 
除去設備 

多核種 
除去設備 

H1 エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H4 北エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H2 エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H4 南エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H5 エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H6(Ⅰ)エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H3 エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H6(Ⅱ)エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

 
 

H1 東エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

高性能多核種 
除去設備 

増設多核種 
除去設備 

多核種 
除去設備 

H1 エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H4 北エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H2 エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H4 南エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H5 エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H6(Ⅰ)エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H3 エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H6(Ⅱ)エリア 

多核種 
処理水 
貯槽 

H8エリア

RO濃縮水

貯槽
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料-１３ 

 

中低濃度タンク及び高濃度滞留水受タンクの解体・撤去の方法について 

 

（中略） 

 

1.2. 仮置き時のノッチタンクの安定性について 

 

（中略） 

 

図－１ ＲＯ処理水一時貯槽の仮置き場所 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料－１３ 

 

中低濃度タンク及び高濃度滞留水受タンクの解体・撤去の方法について 

 

（中略） 

 

1.2. 仮置き時のノッチタンクの安定性について 

 

（中略） 

 

図－１ ＲＯ処理水一時貯槽の仮置き場所 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク（フ

ランジタンク）撤去に伴う記載

の変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

8. 多核種処理水貯槽 

 多核種処理水貯槽（フランジタンク）は，貯留している多核種処理水を他の貯槽に移送 

し，汚染拡大防止を図った上で解体・切断し，構内で保管する。 

 

 

 

 

（中略） 

 

8.5. 瓦礫類発生量 

a. フランジタンクの解体・撤去に伴い，G4北エリア：約 2,940 m3，G5 エリア：約 8,130m3 

の瓦礫類が発生する見込みである。 

 

（中略） 

 

8.6. 保管時の安定性評価 

   「5.8 保管時の安定性評価」に同じ。 

 

 
図－２０ 解体作業のフロー 

 

 

8. 多核種処理水貯槽，RO処理水貯槽（Ｈ９）及び蒸発濃縮処理水貯槽（Ｈ９西） 

多核種処理水貯槽（フランジタンク）は，貯留している多核種処理水を他の貯槽に移送 

し，汚染拡大防止を図った上で解体・切断し，構内で保管する。 

RO処理水貯槽（Ｈ９）（フランジタンク）及び蒸発濃縮処理水貯槽（Ｈ９西）(フランジタ 

ンク) は，貯留している RO処理水を他の貯槽に移送し，汚染拡大防止を図った上で解体・ 

切断し，構内で保管する。 

 

（中略） 

 

8.5. 瓦礫類発生量 

a. フランジタンクの解体・撤去に伴い，G4北エリア：約 2,940 m3，G5エリア：約 8,130m3， 

H9エリア：約 3,948ｍ3の瓦礫類が発生する見込みである。 

 

（中略） 

 

8.6. 保管時の安定性評価 

  「5.8 保管時の安定性評価」に同じ。 

 

 
 

図－２０ 解体作業のフロー 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク（フ

ランジタンク）撤去に伴う記載

の変更 

 

 

 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリアタンク（フ

ランジタンク）撤去に伴う記載

の追加 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

連続
運転

天板取り外し

側板4段目解体

側板3段目解体

側板2段目解体

残水処理

側板1段目解体

底板解体

停止

仮設ポンプにて水抜き

※１ 天板マンホール開放
タンク内表面散水

※１ 局所排気装置の
設置・起動

※２ 残水処理

※２ 作業の熟練度、作業工程に
よっては、残水処理を側板解
体前に実施する場合もある。

※１ タンク内の汚染状況を
確認してダスト飛散リ
スクが低いと判断でき
る場合、省略する。

仮設ポンプにて水抜き

※１ 天板マンホール開放
タンク内表面散水

※１ 局所排気装置の
設置・起動

※１ タンク内の汚染状況を
確認してダスト飛散リ

スクが低いと判断でき
る場合、省略する。

連続
運転

天板取り外し

側板4段目解体

側板3段目解体

側板2段目解体

側板1段目解体

底板解体

停止

残水処理

※２ 残水処理

※２ 作業の熟年度、作業工程に
よっては、残水処理を

天板、側板解体前に実施する
場合もある。

※２ 残水処理
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－１５ 

 

建屋内 RO循環設備の設計・確認の方針について 

 

1.基本設計 

1.1 設置目的 

建屋内 RO循環設備は，2.5.1.5.1に示す汚染水処理設備等の設備構成のうち，塩分を除 

去する逆浸透膜装置及びこれに付帯する設備を 4号機タービン建屋 2階に設置し，屋外に 

敷設している汚染水等の移送配管縮小による放射性物質の漏えいリスク低減や原子炉注水 

用の処理済水供給の信頼性向上を目的に設置する。 

 

 

 

1.2 要求される機能 

 

（中略） 

 

（2）建屋内 ROで生成される濃縮塩水は，SPT受入水タンクに移送できること。 

（現行記載なし） 

 

 

1.3 設計方針 

（1）処理能力 

建屋内 RO循環設備は，燃料の崩壊熱を除去するために必要な原子炉注水量を考慮し 

た設計とする。 

建屋内 ROは，原子炉注水に使用可能な塩化物イオン濃度まで低減可能な処理容量と 

する。 

 

 

 

 

（2）長期停止に対する考慮 

建屋内 RO循環設備は，故障により設備が長期間停止することがないように２系列設 

置する。また，電源は，異なる２系統の所内低圧母線から受電可能な設計とする。 

 

 

 

（3）規格・規準 

建屋内 RO循環設備は，設計，材料の選定，製作及び検査について，JSME S NC-1発電 

用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME規格），日本工業規格（JIS規格），American 

Society of Mechanical Engineers（ASME規格）等※１の適用，実績等により信頼性を確 

保する。 

 

（中略） 

 

「非金属材料に関する規格」 

 

（中略） 

 

（現行記載なし） 

 

添付資料－１５ 

 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の設計・確認の方針について 

 

1.基本設計 

1.1設置目的 

2.5.1.5.1に示す汚染水処理設備等の設備構成のうち，建屋内 RO循環設備は塩分を除去 

する逆浸透膜装置及びこれに付帯する設備を 4号機タービン建屋 2階に設置し，屋外に敷 

設している汚染水等の移送配管縮小による放射性物質の漏えいリスク低減や原子炉注水用 

の処理済水供給の信頼性向上を目的に設置する。 

 また，追設する関連機器は建屋内 ROにて生成された濃縮塩水を，RO濃縮水貯槽まで淡水 

化装置（RO-3）をバイパスして移送できることを目的とし設置する。 

 

1.2要求される機能 

 

（中略） 

 

（2）建屋内 ROで生成される濃縮塩水は，建屋内 RO濃縮水受タンクに移送できること。 

（3）追設する関連機器は建屋内 ROにて生成された濃縮塩水を建屋内 RO濃縮水受タンクから 

RO-3バイパスラインを介して，増設 RO濃縮水受タンクに移送できること。 

 

1.3設計方針 

（1）処理能力 

ａ．建屋内 RO循環設備は，燃料の崩壊熱を除去するために必要な原子炉注水量を考慮し 

た設計とする。 

ｂ．建屋内 ROは，原子炉注水に使用可能な塩化物イオン濃度まで低減可能な処理容量と 

する。 

ｃ．追設する関連機器の処理能力については「2.5.1.3.1 汚染水処理設備，貯留設備（タ 

ンク等）及び関連設備（移送配管，移送ポンプ等）の設計方針」のうち「（１）処理 

能力」に示すとおり。 

 

（2）長期停止に対する考慮 

ａ．建屋内 RO循環設備は，故障により設備が長期間停止することがないように 2系列設 

置する。 

ｂ．建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の電源は，異なる 2系統の所内低圧母線 

から受電可能な設計とする。 

 

（3）規格・規準 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器は，設計，材料の選定，製作及び検査に 

ついて，JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME規格），日本産業規 

格（JIS規格），American Society of Mechanical Engineers（ASME規格）等※１の適用， 

実績等により信頼性を確保する。 

 

（中略） 

 

「非金属材料に関する規格」 

 

（中略） 

・ポリエチレンタンク協議会技術委員会 ポリエチレン製竪型耐食 

円筒型貯槽規格 

 

 

 

機器の追設に伴う記載の見直

し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器の追設に伴う記載の見直

し 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（中略） 

 

（4）放射性物質の漏えい発生防止及び漏えい拡大防止 

建屋内 RO循環設備は，液体状の放射性物質の漏えい対策として，次の各項を考慮し 

た設計とする。 

ａ．漏えいの発生を防止するため，建屋内 RO循環設備には設置環境や内部流体の性 

状等に応じた適切な材料を使用するとともに，タンク水位の検出器，インターロ 

ック回路を設ける。 

ｂ．液体状の放射性物質が漏えいした場合に備え，機器周囲に堰等を設置することで 

漏えいの拡大を防止する。また，堰内等に漏えい検知器を設置し，早期検知を図 

る。 

ｃ．タンク水位，漏えい検知等の警報は，免震重要棟に表示し，異常を確実に運転員 

に伝え適切な措置をとれるようにする。 

 

（現行記載なし） 

 

（5）放射線遮へいに対する考慮 

建屋内 RO循環設備は，放射線業務従事者等の線量を低減する観点から，放射線を適 

切に遮へいする設計とする。 

 

（6）誤操作の防止に対する考慮 

建屋内 RO循環設備は，運転員の誤操作，誤判断を防止するために，特に重要な操作 

については，ダブルアクションを要する等の設計とする。 

 

（7）検査可能性に対する設計上の考慮 

建屋内 RO循環設備は，適切な方法で検査ができるよう，漏えい検査・通水検査等が 

可能な設計とする。 

 

（8）放射線防護に係わる被ばく防止措置 

建屋内 RO循環設備は，作業における被ばく低減を図るため，必要に応じて機器周囲 

を遮へいする。また，ろ過器の交換時における被ばく低減を図るため，逆洗可能な設計 

とする。 

 

（9）設備保全に対する考慮 

建屋内 RO循環設備は，機器の重要度に応じた有効な保全を計画し，実施が可能な設 

計とする。 

 

 

（中略） 

 

（4）放射性物質の漏えい発生防止及び漏えい拡大防止 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器は，液体状の放射性物質の漏えい対策とし 

て，次の各項を考慮した設計とする。  

ａ．漏えいの発生を防止するため，建屋内 RO循環設備および追設する関連機器には設置 

環境や内部流体の性状等に応じた適切な材料を使用するとともに，タンク水位の検 

出器，インターロック回路を設ける。 

ｂ．液体状の放射性物質が漏えいした場合に備え，機器周囲に堰等を設置することで漏 

えいの拡大を防止する。また，4号タービン建屋 2階に設置する堰内等に漏えい検知 

器を設置し，早期検知を図る。 

ｃ．タンク水位，漏えい検知等の警報は，免震重要棟に表示し，異常を確実に運転員に 

伝え適切な措置をとれるようにする。 

ｄ．追設する関連機器のうち，屋外に設置する堰内等へ堰内水位計の設置および巡視点 

検により，漏えいの早期検知を図る。 

  

（5）放射線遮へいに対する考慮 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器は，放射線業務従事者等の線量を低減す 

る観点から，放射線を適切に遮へいする設計とする。 

 

（6）誤操作の防止に対する考慮 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器は，運転員の誤操作，誤判断を防止する 

ために，特に重要な操作については，ダブルアクションを要する等の設計とする。 

 

（7）検査可能性に対する設計上の考慮 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器は，適切な方法で検査ができるよう，漏 

えい検査・通水検査等が可能な設計とする。 

 

（8）放射線防護に係わる被ばく防止措置 

ａ．建屋内 RO循環設備および追設する関連機器は，作業における被ばく低減を図るため， 

必要に応じて機器周囲を遮へいする。 

ｂ．建屋内 RO循環設備は，ろ過器の交換時における被ばく低減を図るため，逆洗可能な設 

計とする。 

 

（9）設備保全に対する考慮 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器は，機器の重要度に応じた有効な保全を 

計画し，実施が可能な設計とする。 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の見直し 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（10）監視・操作に対する考慮 

建屋内 RO循環設備は，免震重要棟において計器の監視，警報発報及び遠隔操作が可 

能な設計とする。 

 

1.4 主要な機器 

建屋内 RO循環設備は，SPT廃液移送ポンプ，SPT廃液昇圧ポンプ，ろ過器，ろ過処理水 

受タンク，ろ過処理水移送ポンプ，ろ過処理水昇圧ポンプ，建屋内 RO，淡水化処理水受 

タンク，CST移送ポンプ及び配管等の付帯設備で構成する。 

SPT の貯留水は，SPT廃液移送ポンプにより，4号機タービン建屋に移送し，SPT廃液昇 

圧ポンプ及びろ過器を通して，ろ過処理水受タンクに一時貯留する。ろ過処理水受タンク 

の水は，ろ過処理水移送ポンプ及びろ過処理水昇圧ポンプにより，建屋内 ROを通して塩分 

を除去し，淡水化処理水受タンクを介して CST移送ポンプにより CSTに移送する。 

また，建屋内 RO で生成される濃縮塩水は，SPT受入水タンクに移送する。SPT受入水タ 

ンク以降は，蛇腹ハウスやテントハウス内に設置している淡水化装置（RO）を経由して RO 

濃縮水貯槽に移送される。その際，装置内の逆浸透膜は通さないが，淡水生成量を調整す 

るために逆浸透膜を通す場合もある。 

なお，蛇腹ハウスやテントハウス内に設置している淡水化装置（RO）に係る設備の内， 

耐震 Sクラスに準拠した地震に対して系外漏えいが発生しないことを確認していない機器※ 

については，信頼性向上を目的としたバイパスラインの設置等の対策を平成 31年度までに 

完了する。対策内容・スケジュールの決定にあたっては，可能な限り早期に対策完了する 

よう検討する。 

※逆浸透膜装置（RO-1A），逆浸透膜装置（RO-1B），逆浸透膜装置（RO-2），逆浸透膜装置（RO-3）， 

廃液 RO供給タンク，廃液 RO供給ポンプ，SPT受入水タンク，SPT受入水移送ポンプ， 

RO 濃縮水受タンク，RO濃縮水供給ポンプ 

 

1.5 自然災害対策等 

（1）津波 

建屋内 RO循環設備は，仮設防潮堤により，アウターライズ津波による浸水を防止す 

る。また，アウターライズ津波を上回る津波の襲来に備え，大津波警報が出た際は，系 

統を停止し，隔離弁を閉止することで，汚染水の流出を防止する。なお，津波による配 

管損傷があった場合でも，系統を停止することで，汚染水の漏えいは限定的なものとな 

る。 

 

（2）風雨（豪雨・台風・竜巻） 

建屋内 RO循環設備は，4号機タービン建屋内に設置するため，風雨により設備の安全 

性が損なわれる可能性は低い。 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

（3）火災 

建屋内 RO循環設備は，火災発生防止及び火災影響軽減のため，実用上可能な限り不 

燃性又は難燃性材料を使用するとともに設備周辺から可能な限り可燃物を排除する。ま 

た，初期消火の対応ができるよう，設備近傍に消火器を設置する。なお，火災発生は， 

監視カメラ等により確認可能な設計とする。 

 

 

（10）監視・操作に対する考慮 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器は，免震重要棟において計器の監視，警 

報発報及び遠隔操作が可能な設計とする。 

 

1.4主要な機器 

建屋内 RO循環設備は，SPT廃液移送ポンプ，SPT廃液昇圧ポンプ，ろ過器，ろ過処理水 

受タンク，ろ過処理水移送ポンプ，ろ過処理水昇圧ポンプ，建屋内 RO，淡水化処理水受タ 

ンク，CST移送ポンプ及び配管等の付帯設備で構成する。 

SPTの貯留水は，SPT 廃液移送ポンプにより，4号機タービン建屋に移送し，SPT廃液昇 

圧ポンプ及びろ過器を通して，ろ過処理水受タンクに一時貯留する。ろ過処理水受タンク 

の水は，ろ過処理水移送ポンプ及びろ過処理水昇圧ポンプにより，建屋内 RO を通して塩分 

を除去し，淡水化処理水受タンクを介して CST移送ポンプにより CSTに移送する。 

また，追設する関連機器は建屋内 RO濃縮水移送ポンプ，増設 RO濃縮水供給ポンプ，建 

屋内 RO濃縮水受タンク，増設 RO濃縮水受タンク及び配管等で構成する。 

建屋内 ROで生成される濃縮塩水は，建屋内 RO濃縮水受タンクに移送し，建屋内 RO濃縮 

水受タンク以降は，RO-3バイパスラインから増設 RO濃縮水受タンクを介して RO濃縮水貯 

槽に移送される。 

なお，運転系列は建屋内 ROを原則として使用することとし，蛇腹ハウス内に設置してい 

る淡水化装置（RO）に係る設備の内，耐震 Sクラスに準拠した地震に対して系外漏えいが 

発生しないことを確認していない機器※については，堰内に可撓性のあるライニングを施工 

し，地震時の系外漏えいリスクを低減した上で，建屋内 RO循環設備の計画外停止により， 

原子炉注水系保有水が不足する恐れがある場合に使用する。 

※逆浸透膜装置（RO-3），廃液 RO供給タンク，廃液 RO供給ポンプ，SPT受入水タンク， 

SPT受入水移送ポンプ，RO濃縮水受タンク，RO濃縮水供給ポンプ 

 

1.5自然災害対策等 

（1）津波 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器は，仮設防潮堤により，アウターライズ 

津波による浸水を防止する。また，アウターライズ津波を上回る津波の襲来に備え，大 

津波警報が出た際は，系統を停止し，隔離弁を閉止することで，汚染水の流出を防止す 

る。なお，津波による配管損傷があった場合でも，系統を停止することで，汚染水の漏 

えいは限定的なものとなる。 

 

（2）風雨（豪雨・台風・竜巻） 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器のうち建屋内 RO濃縮水移送ポンプ，建屋 

内 RO濃縮水受タンクは，4号機タービン建屋内に設置するため，風雨により設備の安全 

性が損なわれる可能性は低い。 

追設する関連機器のうち屋外に設置する増設 RO濃縮水供給ポンプ，増設 RO濃縮水受 

タンクについては風雨により損傷を与える可能性がある場合，汚染水移送停止等の操作 

を行い，機器の損傷による汚染水漏えい防止を図る。 

 

（3）火災 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器は，火災発生防止及び火災影響軽減のた 

め，実用上可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用するとともに設備周辺から可能な限 

り可燃物を排除する。また，初期消火の対応ができるよう，設備近傍に消火器を設置す 

る。なお，火災発生は，監視カメラ等により確認可能な設計とする。 

 

機器の追設に伴う記載の見直

し 

 

 

 

 

 

 

 

機器の追設に伴う記載の見直

し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器の追設に伴う記載の見直

し 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2. 構造強度及び耐震性 

2.1 構造強度 

建屋内 RO循環設備は，JSME S NC-1発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME規 

格），日本工業規格（JIS規格），American Society of Mechanical Engineers（ASME規 

格），日本水道協会規格（JWWA規格）に準拠する。 

また，耐圧ホースについては，製造者仕様範囲内の圧力および温度で運用すること 

で，構造強度を有すると評価する。 

 

 

 

2.2 耐震性 

建屋内 RO循環設備を構成する主要機器のうち，移送ポンプ類，タンク類，配管類（鋼 

管）については，耐震性評価の基本方針に基づき評価を実施する。 

また，耐圧ホース，ポリエチレン管は，材料の可撓性により耐震性を確保する。 

 

別紙 

（1）建屋内 RO循環設備の範囲 

（2）建屋内 RO循環設備の基本仕様 

（3）建屋内 RO循環設備の構造強度及び耐震性 

（4）建屋内 RO循環設備に係る確認事項 

（5）建屋内 RO循環設備の関連設備における耐震性 

（現行記載なし） 

 

参考資料 

（1）建屋内 RO循環設備の具体的な安全確保策 

（2）建屋内 RO循環設備に係る放射性固体廃棄物発生量に関する評価 

（3）建屋内 RO循環設備の配置 

（4）建屋内 RO循環設備のスロッシング評価 

（5）建屋内 RO循環設備の関連設備におけるスロッシング評価 

 

 

2. 構造強度及び耐震性 

2.1構造強度 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器は，JSME S NC-1発電用原子力設備規格 設 

計・建設規格（JSME 規格），日本産業規格（JIS規格），American Society of Mechanical  

Engineers（ASME規格），日本水道協会規格（JWWA規格），ポリエチレン製竪型耐食円筒 

型貯槽規格（ポリエチレンタンク協議会技術委員会）に準拠する。 

また，耐圧ホースについては，製造者仕様範囲内の圧力および温度で運用すること 

で，構造強度を有すると評価する。 

 

 

2.2耐震性 

建屋内 RO循環設備を構成する主要機器および追設する機器のうち，移送ポンプ類， 

タンク類，配管類（鋼管）については，耐震性評価の基本方針に基づき評価を実施する。 

また，耐圧ホース，ポリエチレン管は，材料の可撓性により耐震性を確保する。 

 

別紙 

（1）建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の範囲 

（2）建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の基本仕様 

（3）建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の構造強度及び耐震性 

（4）建屋内 RO循環設備および追設する関連機器に係る確認事項 

（5）建屋内 RO循環設備の関連設備における耐震性 

（6）淡水化装置（RO-1A/B，RO-2）の撤去方法について 

 

参考資料 

（1）建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の具体的な安全確保策 

（2）建屋内 RO循環設備に係る放射性固体廃棄物発生量に関する評価 

（3）建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の配置 

（4）建屋内 RO循環設備および追設する関連機器のスロッシング評価 

（5）建屋内 RO循環設備の関連設備におけるスロッシング評価 

 

 

 

 

 

名称見直し 

機器の追設に伴う記載の見直

し 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

別紙（１） 

 

建屋内 RO循環設備の範囲 

 

建屋内 RO循環設備の範囲を図－１に示す。 

 

 
 

（中略） 

 

 

別紙（１） 

 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の範囲 

 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の範囲を図－１に示す。 

 

 
 

 

図－１ 建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の範囲図 

 

（中略） 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の見直し 

 

SPT(B)

RO濃縮水貯槽

処理水受
タンクA

ろ過
処理水受
タンクB

逆浸透膜装置（ -TA

ろ過器B

受タンク

Ｐ

Ｐ

Ｐ Ｐ

ろ過器A

SPT廃液昇圧ポンプB

廃液昇圧ポンプA

Ｐ

Ｐ
A

Ｐ
CST移送ポンプB

SPT受入水

タンク
ＳＰＴ廃液移送ポンプ A/B

ろ過処理水昇圧ポンプB

逆浸透膜装置（RO TB）

処理水
受タンクB

Ｐ

CST

Ｐ

Ｐ
ろ過処理水移送ポンプ B

4号機タービン建屋

ろ過 RO ） 淡水化
処理水

A

ＰＰ

Ｐ

Ｐ

ＰＰ
ろ過処理水昇圧ポンプ

Ｐ

CST移送ポンプA

- 淡水化

ＰＰＰＰ
ろ過処理水移送ポンプ A

Ｐ

SPT

図－１ 建屋内RO循環設備範囲図

※ ： SPT受入水タンク接続管台は建屋内RO循環設備の範囲に含む。

注：点線（ ）で示す範囲は既設設備であり，建屋内RO循環設備範囲外である。

※ SPT(B)

RO濃縮水貯槽

逆浸透膜装置（ -TA

ろ過器B

Ｐ

Ｐ

Ｐ

ろ過器A

SPT廃液昇圧ポンプA

Ｐ

Ｐ
A

Ｐ

ＳＰＴ廃液移送ポンプ A/B

ろ過処理水昇圧ポンプB

逆浸透膜装置（ RO TB ）

Ｐ

CST

Ｐ

Ｐ
ろ過処理水移送ポンプ B

ろ過

処理水受

タンクA

RO ）

ＰＰ

Ｐ

ＰＰ
ろ過処理水昇圧ポンプ

Ｐ

CST移送ポンプA

-

ＰＰＰＰ
ろ過処理水移送ポンプ A

Ｐ

建屋内RO

濃縮水

受タンク

ろ過

処理水受

タンクB

SPT廃液昇圧ポンプB

淡水化

処理水受

タンクA

淡水化

処理水受

タンクB

CST移送ポンプB

Ｐ

：建屋内ＲＯ循環設備の範囲

：追設する関連機器の範囲

増設RO

濃縮水

受タンク

Ｐ

Ｐ

建屋内RO濃縮水移送ポンプB

増設RO濃縮水供給ポンプA

増設RO濃縮水供給ポンプB

Ｐ

Ｐ
建屋内RO濃縮水移送ポンプA
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

別紙（２） 

 

建屋内 RO循環設備の基本仕様 

 

（中略） 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現行記載なし） 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙（２） 

 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の基本仕様 

 

（中略） 

 

（６）建屋内 RO濃縮水受タンク 

名 称 建屋内 RO濃縮水受タンク 

種 類 － たて置円筒形（補強枠付属） 

容 量 m3/個 30 

最高使用圧力 MPa 静水頭 

最高使用温度 ℃ 40 

主
要
寸
法 

胴外径 mm 2860 

胴板厚さ mm 16.0 

直胴部高さ mm 5250 

補強枠厚さ mm 7.0 

材
料 

胴 板 － ポリエチレン 

管 台 － ポリエチレン 

補強枠 － SUS304 

個 数 － 1 

建屋内 RO濃縮水受タンクは，保有水のバウンダリ機能をタンク本体で，耐震性を 

タンク補強枠により担保する。タンク補強枠は製作上生じる最低限の隙間部を除き， 

側面の全周を覆う設計とする。 

（７）増設 RO濃縮水受タンク 

名 称 増設 RO濃縮水受タンク 

種 類 － たて置円筒形 

容 量 m3/個 30 

最高使用圧力 MPa 静水頭 

最高使用温度 ℃ 40 

主
要
寸
法 

胴内径 mm 3000 

胴板厚さ mm 9.0 

底板厚さ mm 12.0 

高 さ mm 5006 

管台

寸法 

RO濃縮水入口 mm 外径 114.3×厚さ 6.0 

RO濃縮水出口 mm 外径 114.3×厚さ 6.0 

予備 mm 外径 114.3×厚さ 6.0 

予備 mm 外径 165.2×厚さ 7.1 

材
料 

胴 板 － SUS316L 

底 板 － SUS316L 

管 台 － SUS316L 

個 数 － 1 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の追記 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

別紙（３） 

 

建屋内 RO循環設備の構造強度及び耐震性 

 

（中略） 

 

1.基本方針 

1.1 構造強度評価の基本方針 

建屋内 RO循環設備のうち，鋼材を使用しているタンク及び鋼管については，JSME S 

 NC-1発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME規格）のクラス３機器に準じた評価 

を行う。 

建屋内 RO，ろ過処理水受タンクは，強化プラスチック材の容器のため，American  

Society of Mechanical Engineers（ASME規格）又は日本工業規格（JIS 規格）に準拠 

したものを製造者仕様範囲内の圧力及び温度で運用することにより構造強度を有する 

と評価する。 

 

（現行記載なし） 

 

（中略） 

 

1.2 耐震性評価の基本方針 

建屋内 RO循環設備のうち放射性物質を内包するものは，発電用原子炉施設に関する 

耐震設計審査指針の Bクラス相当の設備と位置づけられる。耐震性評価にあたっては， 

JEAC4601原子力発電所耐震設計技術規程等に準拠することを基本とする。 

 

 

 

（中略） 

 

2.強度評価 

 

（中略） 

 

2.5 主配管 

2.5.1評価箇所 

 

（中略） 

 

図－５ 配管概略図（建屋内 RO附属配管を除く主配管）（１/４） 

 

 

 

別紙（３） 

 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の構造強度及び耐震性 

 

（中略） 

 

1.基本方針 

1.1 構造強度評価の基本方針 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器のうち，鋼材を使用しているタンク及び 

鋼管については，JSME S NC-1発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME 規格）の 

クラス３機器に準じた評価を行う。 

建屋内 RO，ろ過処理水受タンクは，強化プラスチック材の容器のため，American  

Society of Mechanical Engineers（ASME規格）又は日本産業規格（JIS 規格）に準拠 

したものを製造者仕様範囲内の圧力及び温度で運用することにより構造強度を有する 

と評価する。 

建屋内 RO濃縮水受タンクは，ポリエチレン材の容器のため，ポリエチレン製竪型耐 

食円筒型貯槽規格（ポリエチレンタンク協議会技術委員会）に準じた評価を行う。 

 

（中略） 

 

1.2 耐震性評価の基本方針 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器のうち放射性物質を内包するものは，発 

電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針の Bクラス相当の設備と位置づけられる。耐 

震性評価にあたっては，JEAC4601原子力発電所耐震設計技術規程，ポリエチレン製竪型 

耐食円筒型貯槽規格（ポリエチレンタンク協議会技術委員会）等に準拠することを基本 

とする。 

 

（中略） 

 

2.強度評価 

 

（中略） 

 

2.5主配管 

2.5.1評価箇所 

 

（中略） 

 

図－５ 配管概略図（建屋内 RO附属配管を除く主配管）（１/５） 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称見直し 

 

 

機器追設に伴う記載の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 
 

（中略） 

 

図－５ 配管概略図（建屋内 RO附属配管を除く主配管）（３/４） 

 

（中略） 

 

図－５ 配管概略図（建屋内 RO附属配管を除く主配管）（４/４） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（中略） 

 

図－５ 配管概略図（建屋内 RO附属配管を除く主配管）（３/５） 

 

（中略） 

 

図－５ 配管概略図（建屋内 RO附属配管を除く主配管）（４/５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（中略） 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 
（中略） 

 

 

機器追設に伴う記載の追記 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

3.耐震性評価 

 

（中略） 

 

表－１１ 基礎ボルト（取付ボルト）の強度評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 
水平

震度 
算出値 許容値 単位 

ろ過器スキッド 
基礎 

ボルト 

引張 0.36 < 0 － MPa 

せん断 0.36 30 135 MPa 

ろ過処理水受タンク 

（本体） 

取付 

ボルト 

引張 0.36 < 0 － MPa 

せん断 0.36 40 135 MPa 

ろ過処理水受タンク 

スキッド 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 < 0 － MPa 

せん断 0.36 21 135 MPa 

建屋内 ROユニット 
基礎 

ボルト 

引張 0.36 < 0 － MPa 

せん断 0.36 51 135 MPa 

SPT 廃液昇圧ポンプ 
取付 

ボルト 

引張 0.36 1 176 MPa 

せん断 0.36 3 135 MPa 

ろ過処理水移送ポンプ 
取付 

ボルト 

引張 0.36 1 176 MPa 

せん断 0.36 3 135 MPa 

ろ過処理水昇圧ポンプ 
取付 

ボルト 

引張 0.36 3 176 MPa 

せん断 0.36 5 135 MPa 

CST 移送ポンプ 
基礎 

ボルト 

引張 0.36 1 183 MPa 

せん断 0.36 3 141 MPa 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

3.耐震性評価 

 

（中略） 

 

表－１１ 基礎ボルト（取付ボルト）の強度評価結果 

機器名称 評価部位 評価項目 
水平

震度 
算出値 許容値 単位 

ろ過器スキッド 
基礎 

ボルト 

引張 0.36 < 0 － MPa 

せん断 0.36 30 135 MPa 

ろ過処理水受タンク 

（本体） 

取付 

ボルト 

引張 0.36 < 0 － MPa 

せん断 0.36 40 135 MPa 

ろ過処理水受タンク 

スキッド 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 < 0 － MPa 

せん断 0.36 21 135 MPa 

建屋内 ROユニット 
基礎 

ボルト 

引張 0.36 < 0 － MPa 

せん断 0.36 51 135 MPa 

SPT廃液昇圧ポンプ 
取付 

ボルト 

引張 0.36 1 176 MPa 

せん断 0.36 3 135 MPa 

ろ過処理水移送ポンプ 
取付 

ボルト 

引張 0.36 1 176 MPa 

せん断 0.36 3 135 MPa 

ろ過処理水昇圧ポンプ 
取付 

ボルト 

引張 0.36 3 176 MPa 

せん断 0.36 5 135 MPa 

CST移送ポンプ 
基礎 

ボルト 

引張 0.36 1 183 MPa 

せん断 0.36 3 141 MPa 

建屋内 RO濃縮水移送 

ポンプ 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 < 0 － MPa 

せん断 0.36 3 161 MPa 

増設 RO濃縮水供給 

ポンプ 

基礎 

ボルト 

引張 0.36 < 0 － MPa 

せん断 0.36 3 161 MPa 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の追記 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

4．追設するタンクの構造強度および耐震性評価 

4.1 建屋内 RO濃縮水受タンク構造強度評価 

4.1.1評価箇所 

強度評価箇所を図－１に示す。 

 

 
 

図中の番号は，4.1.3 の番号に対応する。 

 

図－１ 建屋内 RO濃縮水受タンク概要図 

 

4.1.2評価方法（ポリエチレン製竪型耐食円筒型貯槽規格） 

(1)胴板の評価 

胴板の厚さは，内圧液により胴板の周方向に発生する応力，自重により胴板の軸方向に発生する

応力が許容応力より小さいこととする。 

ａ．胴板の周方向に発生する応力 

 

        

σθ＝       

 

 

    Ｐ＝ｇ・ρ・ＨL・10-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の追加 

 

 

 

 

 

σθ：胴板の周方向の応力(MPa) 

ｄ ：貯槽の外径(mm) 

ｔ ：胴板の厚さ(mm) 

Ｐ ：最大水位時での水頭圧(MPa) 

ｇ ：重力の加速度(m/s2) 

ρ ：内容液密度(kg/m3) 

ＨL ：最大水位(mm) 

Ｐ・ｄ 

2t 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

ｂ．胴板の軸方向に発生する応力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)補強枠の評価 

補強枠の厚さは，内圧及びタンク本体の膨張により補強枠の周方向に発生する応力が許容応力より

小さいこととする。 

ａ．補強枠の周方向に発生する応力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3評価結果 

 評価結果を表－１に示す。強度評価の結果，胴板及び補強枠の応力は許容応力未満であり，十分な構

造強度を有すると評価した。 

 

表－１ 建屋内 RO濃縮水受タンク 評価結果(板厚) 

機器名称 評価項目 応力(MPa) 許容応力(MPa) 

建屋内 RO濃

縮水受タンク 

(1)胴板 

周方向 4.7 5.0 

軸方向 0.43 0.70 

(2)補強枠 周方向 20 137 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の追加 

 

 

 

 

 

 

 

σθ：補強枠の周方向の応力(MPa) 

⊿T：温度の最大変化(℃) 

Ep ：ポリエチレン縦弾性係数(MPa) 

α ：ポリエチレン熱膨張係数(1/℃) 

ts：補強枠厚さ(mm) 

Ｐ：最大水位での水頭圧(MPa) 

σy：胴板の軸方向に発生する応力(MPa) 

mt：タンク本体の質量(kg) 

σX,cr 材料の圧縮座屈応力(MPa) 

f：許容応力(MPa) 

F：安全率(-) (長期荷重評価は 3) 

C：座屈係数(-) C = 1-0.901*(1-exp(-1/16*(d/2t)^0.5) 

Ep：ポリエチレン縦弾性係数(MPa) 

ν：ポアソン比(-) 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

4.2 増設 RO濃縮水受タンク構造強度評価 

4.2.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－２に示す。 

 
 

                           図中の番号は，4.2.3 の番号に対応する。 

 

図－２ 増設 RO濃縮水受タンク概要図 

 

4.2.2 評価方法（JSME規格） 

(1) 開放タンクの胴板の評価（JSME規格 PVD-3010及び PVD-3110，PVC-3920） 

胴板の必要な厚さは，次に掲げる値のうち，いずれか大きい値とする。 

ａ．胴板の規格上必要な最小厚さ：ｔ1 

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板で作られたものの場合は 3mm，その他の材料で作られたものの

場合は 1.5mmとする。 

ｂ．胴板の計算上必要な厚さ：ｔ2 

 

 

 





・Ｓ・

・Ｈ・Ｄ
＝ｔ ｉ

0.204
2

 

 

 

 

 

ｃ．胴の内径に応じた必要厚さ：ｔ3 

胴の内径の区分に応じ JSME規格 表 PVC-3920-1より求めた胴の厚さとする。 

 

(2) 開放タンクの底板の評価（JSME規格 PVD-3010及び PVD-3110，PVC-3960(1)，3970(1)） 

  ａ．底板の形：平板 

  ｂ．底板の厚さ：3mm以上（地面，基礎等に直接接触する底板） 

 

 

機器追設に伴う記載の追加 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄi ： 胴の内径（m） 

Ｈ ： 水頭（m） 

ρ ： 液体の比重。ただし，1未満の場合は，1とする。 

Ｓ ： 許容引張応力（MPa） 

η ： 継手効率（-） 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

(3) 開放タンクの管台の評価（JSME規格 PVD-3010及び PVD-3110，PVC-3980） 

   管台の必要な厚さは，次に掲げる値のうち，いずれか大きい値とする。 

ａ．管台の計算上必要な厚さ：ｔ1 

 

 

 





・Ｓ・

・Ｈ・Ｄ
＝ｔ ｉ

0.204
1

 

 

 

ｂ．管台の規格上必要な最小厚さ：ｔ2 

管台の外径に応じて JSME規格 表 PVC-3980-1より求めた管台の厚さとする。 

 

(4) 開放タンクの胴板の穴の補強評価 

（JSME規格 PVD-3010及び PVD-3110，PVC-3950，PVD-3512） 

 

  ａ．穴の径（円形の穴については直径，だ円形の穴については長径をいう）が 85mm を超える場合

は，穴を補強すること。 

  ｂ．補強に有効な範囲内にある補強に有効な面積が，補強に必要な面積より大きくなるようにする

こと。 

ｃ．大きい穴の補強を要しない最大径 

内径が 1500mm以下の胴に設ける穴の径が胴の内径の 2分の 1（500mm を超える場合は，500mm）

以下および内径が 1500mm を超える胴に設ける穴の径が胴の内径の 3 分の 1（1000mm を超える

場合は，1000mm）以下の場合は，大きい穴の補強計算は必要ない。 

  ｄ．溶接部の強度として，予想される破断箇所の強さが，溶接部の負うべき荷重以上であること。 

 

4.2.3 評価結果 

評価結果を表－２～３に示す。必要厚さ等を満足しており，十分な構造強度を有すると評価し

た。 

表－２ 増設 RO濃縮水受タンク 評価結果（板厚） 

機器名称 評価項目 必要厚さ（mm） 最小厚さ（mm） 

増設 RO濃縮

水受タンク 

(1)胴板の厚さ 1.50 1.50以上 

(2)底板の厚さ 3.00 3.00以上 

(3)管台厚さ 

排水出口 3.50 3.50以上 

予備 3.50 3.50以上 

予備 3.50 3.50以上 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の追加 

 

 

 

 

 

 

Ｄi ： 管台の内径（m） 

Ｈ ： 水頭（m） 

ρ ： 液体の比重。ただし，1未満の場合は，1とする。 

Ｓ ： 許容引張応力（MPa） 

η ： 継手効率（-） 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

表－３ 増設 RO濃縮水受タンク 評価結果（胴板の穴の補強） 

機器名称 評価項目 評価結果 

増設 RO濃

縮水受タ

ンク 

(4)胴板（RO 濃縮水

出口） 

(4)胴板（予備） 

穴の補強の有無（mm） 穴の径（mm） 

85mmを超える 85mmを超える 

補強に必要な面積

（mm2） 
補強に有効な総面積（mm2） 

6.961×101 6.961×101以上 

大きな穴の補強を要しな

い最大径（mm） 
穴の径（mm） 

1000 1000以下 

溶接部の負うべき 

荷重（N） 

予想される破断 

箇所の強さ（N） 

-6.080×104 －※1 

(5)胴板（予備） 

穴の補強の有無（mm） 穴の径（mm） 

85mmを超える 85mmを超える 

補強に必要な面積

（mm2） 
補強に有効な総面積（mm2） 

1.019×102 1.019×102以上 

大きな穴の補強を要しな

い最大径（mm） 
穴の径（mm） 

1000 1000以下 

溶接部の負うべき 

荷重（N） 

予想される破断 

箇所の強さ（N） 

-8.921×104 －※1 

※1 溶接部の負うべき荷重が負であり，溶接部の強度計算は不要。 

 

4.3 建屋内 RO濃縮水受タンク耐震性評価 

本評価は，「ポリエチレン製竪型耐食円筒型貯槽規格」[ポリエチレンタンク協議会技術委員会]に基

づいて評価を実施する。 

  

 
図－３ 概要図 

 

機器追設に伴う記載の追加 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補強枠 

基礎ボルト 

基礎ボルト 

補強枠 補強枠

基礎ボルト

基礎ボルト

補強枠

立面図

補強枠

基礎ボルト
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

(1) 胴板に発生する応力 

地震による転倒モーメントにより胴板に発生する応力が許容応力より小さいことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 補強枠に発生する応力 

地震による転倒モーメントにより補強枠に発生する応力が許容応力より小さいことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 基礎ボルトに発生する応力 

 地震により基礎ボルトに発生する引張応力が，許容引張応力または，許容引張応力×１．４－せん

断応力×１．６の何れか小さい値より小さいことを確認する。また，地震により基礎ボルトに発生す

るせん断応力が許容せん断応力より小さいことを確認する。 

 

 
 

(4) 評価結果 

評価の結果，建屋内 RO 濃縮水受タンクの胴板，補強枠，基礎ボルトは強度が確保されることを確認

した（表－４）。 

表－４ 建屋内 RO濃縮水受タンクの耐震性評価結果 

部材 材料 水平震度 応力種別 算出応力[MPa] 許容応力[MPa] 

胴板 
ポリエチ

レン 

0.36 

－ 2.9 7.5 

補強枠 SUS304 － 7 205 

基礎ボルト SS400 
引張 2 176 

せん断 8 101 

 

 

機器追設に伴う記載の追加 

 

 

 

 

 

 

 

σx：転倒モーメントにより胴板に発生する応力(MPa) 

Ｍ：地震による転倒モーメント(N*mm) 

ｄ：タンクの外径(mm) 

ｔ：胴板の厚さ(mm) 

Ｋ
Ｈ
：水平震度(-) 

α
t
：タンクの有効重量比(-) α

t
=1-0.218*ｄ/ＨL （ＨL/ｄ > 0.75の場合） 

m
total

：タンク全体の質量(kg) 

g：重力加速度(m/s2) 

Ｈ:水平地震荷重の作用点高さ(mm) 

ＨL:最大水位(mm) 

σｂ：基礎ボルトに発生する引張応力(MPa) 

τｂ：基礎ボルトに発生するせん断応力(MPa) 

Ｌｂ：基礎ボルトのピッチ円直径(mm) 

ｎ：基礎ボルトの本数(-) 

Ａｂ：基礎ボルト断面積(mm2) 

σxs：転倒モーメントにより補強枠に発生する応力(MPa) 

ｔs：補強枠の厚さ(mm) 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

4.4 増設 RO濃縮水受タンクの耐震性評価 

本評価は，「付録２ 平底たて置円筒形容器（耐震設計上の重要度分類Ｂ，Ｃクラス）の耐震性につい

ての計算書作成の基本方針」に基づいて評価を実施した。評価の結果，増設 RO 濃縮水受タンクの胴板

及び基礎ボルトの強度が確保されることを確認した（表－５）。 

 

 

基礎 

胴板 

ベースプレート 

基礎ボルト 

 

図－４ 概要図 

 

表－５ 増設 RO濃縮水受タンクの耐震性評価結果（１／２） 

方向 固有周期[s] 

水平方向 0.036 

鉛直方向 0.006 

 

表－５ 増設 RO濃縮水受タンクの耐震性評価結果（２／２） 

部材 材料 水平震度 応力種別 算出応力[MPa] 許容応力[MPa] 

胴板 SUS316L 0.36 

一次一般膜 10 175 

座屈 

 

               ≦  1 

 

           0.05 ≦  1 

基礎ボルト SS400 0.36 
引張 1 176 

せん断 16 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の追加 

 

 

 

 

 

 

基礎ボルト 

ベ－スプレ－ト 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

別紙（４） 

 

建屋内 RO循環設備に係る確認事項 

 

建屋内 RO循環設備の構造強度・耐震性及び機能・性能等に関する確認事項を表－1～9に示す。 

 

 

（中略） 

 

表－9 確認事項（容器，管の溶接検査）（１／２） 

確認事項 確認項目 対象設備 確認内容 判定 

溶接検査 

材料検査 

①ろ過器 
②SPT 廃液移送ポンプ
から淡水化処理水受タ
ンクまでの外径 61mm
以上の鋼管 
③建屋内 RO 出口から
SPT 受入水タンク入口
及びろ過処理水受タン
ク入口までの外径61mm
以上の鋼管 
④SPT 受入水タンク接
続管台 

材料が溶接規格等に適
合するものであり，溶
接施工法の母材の区分
に適合することを確認
する。 

材料が溶接規格等に
適合するものであ
り，溶接施工法の母
材の区分に適合する
ものであること。 

開先検査 

①ろ過器 
②SPT 廃液移送ポンプ
から淡水化処理水受タ
ンクまでの外径 61mm
以上の鋼管 
③建屋内 RO 出口から 
SPT 受入水タンク入口
及びろ過処理水受タン
ク入口までの外径61mm
以上の鋼管 
④SPT 受入水タンク接
続管台 

開先形状等が溶接規格
等に適合するものであ
ることを確認する。 

開先形状等が溶接規
格等に適合するもの
であること。 

溶接作業 

検査 

①ろ過器 
②SPT 廃液移送ポンプ
から淡水化処理水受タ
ンクまでの外径 61mm
以上の鋼管 
③建屋内 RO 出口から 
SPT 受入水タンク入口
及びろ過処理水受タン
ク入口までの外径61mm
以上の鋼管 
④SPT 受入水タンク接
続管台 

あらかじめ確認された
溶接施工法又は実績の
ある溶接施工法又は管
理されたプロセスを有
する溶接施工法である
ことを確認する。あら
かじめ確認された溶接
士により溶接が行われ
ていることを確認す
る。 

あらかじめ確認され
た溶接施工法および
溶接士により溶接施
工をしていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙（４） 

 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器に係る確認事項 

 

建屋内 RO 循環設備および追設する関連機器の構造強度・耐震性及び機能・性能等に関する確認事項

を表－1～15に示す。 

 

(中略) 

 

表－9 確認事項（容器，管の溶接検査）（１／２） 

確認事項 確認項目 対象設備 確認内容 判定 

溶接検査 

材料検査 

①ろ過器 
②SPT 廃液移送ポンプ
から淡水化処理水受タ
ンクまでの外径 61mm
以上の鋼管 
③建屋内 RO 出口から
ろ過処理水受タンク入
口までの外径 61mm 以
上の鋼管 
④SPT 受入水タンク接
続管台 

材料が溶接規格等に適
合するものであり，溶
接施工法の母材の区分
に適合することを確認
する。 

材料が溶接規格等に
適合するものであ
り，溶接施工法の母
材の区分に適合する
ものであること。 

開先検査 

①ろ過器 
②SPT 廃液移送ポンプ
から淡水化処理水受タ
ンクまでの外径 61mm
以上の鋼管 
③建屋内 RO 出口から
ろ過処理水受タンク入
口までの外径 61mm 以
上の鋼管 
④SPT 受入水タンク接
続管台 

開先形状等が溶接規格
等に適合するものであ
ることを確認する。 

開先形状等が溶接規
格等に適合するもの
であること。 

溶接作業 

検査 

①ろ過器 
②SPT 廃液移送ポンプ
から淡水化処理水受タ
ンクまでの外径 61mm
以上の鋼管 
③建屋内 RO 出口から
ろ過処理水受タンク入
口までの外径 61mm 以
上の鋼管 
④SPT 受入水タンク接
続管台 

あらかじめ確認された
溶接施工法又は実績の
ある溶接施工法又は管
理されたプロセスを有
する溶接施工法である
ことを確認する。あら
かじめ確認された溶接
士により溶接が行われ
ていることを確認す
る。 

あらかじめ確認され
た溶接施工法および
溶接士により溶接施
工をしていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の見直し 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

表－9 確認事項（容器，管の溶接検査）（２／２） 

確認事項 確認項目 対象設備 確認内容 判定 

溶接検査 

非破壊 

試験 

①ろ過器 
②SPT 廃液移送ポンプ
から淡水化処理水受タ
ンクまでの外径 61mm
以上の鋼管 
③建屋内 RO 出口から 
SPT 受入水タンク入口
及びろ過処理水受タン
ク入口までの外径61mm
以上の鋼管 
④SPT 受入水タンク接
続管台 

溶接部について非破壊

検査を行い，その試験

方法及び結果が溶接規

格等に適合するもので

あることを確認する。 

 

溶接部について非破

壊検査を行い，その

試験方法及び結果が

溶接規格等に適合 

するものであるこ

と。 

  

機械試験 ①ろ過器 

溶接部を代表する試験
片にて機械試験を行
い，当該試験片の機械
的性質が溶接規格等に
適合しているものであ
ることを確認する。 

溶接部を代表する試
験片にて機械試験を
行い，当該試験片の
機械的性質が溶接規
格等に適合している
ものであること。 

耐圧・ 

漏えい 

検査 

外観検査 

①ろ過器 
②SPT 廃液移送ポンプ
から淡水化処理水受タ
ンクまでの外径 61mm
以上の鋼管 
③建屋内 RO 出口から 
SPT 受入水タンク入口
及びろ過処理水受タン
ク入口までの外径61mm
以上の鋼管 
④SPT 受入水タンク接
続管台 

検査圧力で保持した
後，検査圧力に耐えて
いることを確認する。 
耐圧確認終了後，耐圧
部分からの漏えいの有
無を確認する。 

検査圧力で保持した
後，検査圧力に耐え
ていること。 
耐圧確認終了後，耐
圧部分からの漏えい
の有無及び外観上，
傷・へこみ・変形等の
異常がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－9 確認事項（容器，管の溶接検査）（２／２） 

確認事項 確認項目 対象設備 確認内容 判定 

溶接検査 

非破壊 

試験 

①ろ過器 
②SPT 廃液移送ポンプ
から淡水化処理水受タ
ンクまでの外径 61mm
以上の鋼管 
③建屋内 RO 出口から
ろ過処理水受タンク入
口までの外径 61mm 以
上の鋼管 
④SPT 受入水タンク接
続管台 

溶接部について非破壊

検査を行い，その試験

方法及び結果が溶接規

格等に適合するもので

あることを確認する。 

 

溶接部について非破

壊検査を行い，その

試験方法及び結果が

溶接規格等に適合 

するものであるこ

と。 

  

機械試験 ①ろ過器 

溶接部を代表する試験
片にて機械試験を行
い，当該試験片の機械
的性質が溶接規格等に
適合しているものであ
ることを確認する。 

溶接部を代表する試
験片にて機械試験を
行い，当該試験片の
機械的性質が溶接規
格等に適合している
ものであること。 

耐圧・ 

漏えい 

検査 

外観検査 

①ろ過器 
②SPT 廃液移送ポンプ
から淡水化処理水受タ
ンクまでの外径 61mm
以上の鋼管 
③建屋内 RO 出口から
ろ過処理水受タンク入
口までの外径 61mm 以
上の鋼管 
④SPT 受入水タンク接
続管台 

検査圧力で保持した
後，検査圧力に耐えて
いることを確認する。 
耐圧確認終了後，耐圧
部分からの漏えいの有
無を確認する。 

検査圧力で保持した
後，検査圧力に耐え
ていること。 
耐圧確認終了後，耐
圧部分からの漏えい
の有無及び外観上，
傷・へこみ・変形等の
異常がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の見直し 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－10 確認事項（建屋内 RO濃縮水受タンク，増設 RO濃縮水受タンク） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 
・耐震性 

材料確認 
※１ 

使用材料を記録により確認す
る。 

実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
※１ 

主要寸法（板厚，内径または外
径，高さ）を記録により確認す
る。 

実施計画のとおりであること。 

外観確認 タンク本体の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 

組立状態及び据付状態を確認す
る。 

組立状態及び据付状態に異常がな
いこと。 

タンク基礎の不陸について確認
する。 

不陸がないこと。 

耐圧・ 
漏えい 
確認※１ 

タンク運用水位以上に水を張
り，耐圧部からの漏えいが無い
事を確認する。 

各部からの漏えいおよび水位の低
下がないこと。 

地盤支持
力確認 

支持力試験にてタンク基礎の地
盤支持力を確認する。※２ 

必要な支持力を有していること。 

機能・性 
能 

監視確認 
水位計について，免震重要棟集
中監視室にタンク水位が表示で
きることを確認する。 

免震重要棟集中監視室にタンク水
位が表示できること。 

寸法確認 堰内容量を確認する。 
必要容量に相当する堰内容量があ
ること。 

外観確認 基礎外周堰の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

 ※１：増設 RO濃縮水受タンクは用途変更して使用するため過去の記録を確認とする 

 ※２：増設 RO濃縮水受タンクを対象とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う確認事項の追

加 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

表－11 確認事項（建屋内 RO濃縮水移送ポンプ，増設 RO濃縮水供給ポンプ） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 
・耐震性 

外観確認 ポンプの外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 

組立状態及び据付状態を確認す
る。 

組立状態及び据付状態に異常がな
いこと。 

ポンプ基礎の不陸について確認
する。 

異常な不陸がないこと。 

漏えい 
確認 

運転圧力で耐圧部分からの漏え
いの有無を確認する。 

耐圧部から著しい漏えいがないこ
と。 

性能 
運転性能 
確認 

ポンプの運転確認を行う。 

実施計画に記載した容量を満足す
ること。 
また，異音，異臭，異常振動等がな
いこと。 

 

表－12 確認事項（建屋内 RO濃縮水移送ポンプから増設 RO濃縮水受タンク間の既設鋼管部分） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 

・耐震性 

材料確認 

※１ 

使用材料を記録により確認す

る。 
実施計画のとおりであること。 

寸法確認 

※１ 

外径，厚さについて記録により

確認する。 
実施計画のとおりであること。 

外観確認 

※１ 
配管の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 

配管が図面のとおり据付ている

ことを立会いまたは記録により

確認する。 

実施計画のとおり施工・据付され

ていること。 

耐圧・ 

漏えい 

確認 

※１ 

最高使用圧力の 1.5倍で一定時

間保持後，同圧力に耐えている

こと，また，耐圧部からの漏え

いがないことを立会いまたは記

録により確認する。 

最高使用圧力の 1.5倍に耐え，か

つ構造物の変形等がないこと。ま

た，耐圧部から漏えいがないこ

と。 

機能・性

能 
通水確認 

通水ができることを立会いまた

は記録により確認する。 
通水ができること。 

※１：当該鋼管は用途変更して使用するため過去の記録を確認とする 

 

機器追設に伴う確認事項の追

加 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

表－13 確認事項（追設する関連機器として設置するポリエチレン管） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定 

構造強度 
・耐震性 

材料確認 
実施計画に記載した材料につい
て，製品検査成績書により確認
する。 

実施計画のとおりであること。 

寸法確認 
実施計画に記載した主要寸法（外
径相当）について，製品検査成績
書により確認する。 

実施計画のとおりであること。 

外観確認 
各部の外観について，立会いまた
は記録により確認する。 

有意な欠陥がないこと。 

据付確認 
機器が図面のとおり据付ている
ことを立会いまたは記録により
確認する。 

図面のとおり施工・据付ているこ
と。 

耐圧・ 
漏えい 
確認 

最高使用圧力以上で一定時間保
持後，同圧力に耐えていること，
また，耐圧部からの漏えいがな
いことを立会いまたは記録によ
り確認する。 

最高使用圧力に耐え，かつ構造物の
変形等がないこと。また，耐圧部か
ら漏えいがないこと。 

機能・性
能 

通水確認 
通水ができることを立会いまた
は記録により確認する。 

通水ができること。 

 

 

 

 

機器追設に伴う確認事項の追

加 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

表－14 確認事項（建屋内 RO濃縮水移送ポンプから増設 RO濃縮水受タンク間の 

既設鋼管部分の溶接検査） 

確認事項 確認項目 対象設備 確認内容 判定 

溶接 
検査 
※１ 

材料検査 

建屋内 RO 出口から
8.5m盤 SPT受入水移送
ポンプ出口ライン合流 

材料が溶接規格等に適
合するものであり，溶
接施工法の母材の区分
に適合することを確認
する。 

材料が溶接規格等に適合
するものであり，溶接施
工法の母材の区分に適合
するものであること。 

開先検査 
開先形状等が溶接規格
等に適合するものであ
ることを確認する。 

開先形状等が溶接規格等
に適合するものであるこ
と。 

溶接作業 
検査 

あらかじめ確認された
溶接施工法又は実績の
ある溶接施工法又は管
理されたプロセスを有
する溶接施工法である
ことを確認する。あら
かじめ確認された溶接
士により溶接が行われ
ていることを確認す
る。 

あらかじめ確認された溶
接施工法および溶接士に
より溶接施工をしている
こと。 

非破壊 
試験 

溶接部について非破壊

検査を行い，その試験

方法及び結果が溶接規

格等に適合するもので

あることを確認する。 
 

溶接部について非破壊検

査を行い，その試験方法

及び結果が溶接規格等に

適合するものであるこ

と。 

耐圧・ 
漏えい 
検査 

最高使用圧力の 1.5 倍
で一定時間保持後，同
圧力に耐えているこ
と，また，耐圧部からの
漏えいがないことを立
会いまたは記録により
確認する。 

最高使用圧力の 1.5 倍で
一定時間保持後，同圧力
に耐えている事。耐圧確
認終了後，耐圧部分から
の漏えいがないこと。 

外観検査 

耐圧・漏えい検査後外
観上，傷・へこみ・変
形等の異常がないこと

を確認する。 

外観上，傷・へこみ・変形
等の異常がないこと。 

※１：当該鋼管は用途変更して使用するため過去の記録を確認とする 

 

 

機器追設に伴う確認事項の追

加 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（現行記載なし） 

 

 

 

表－15 確認事項（増設 RO濃縮水受タンクの溶接検査） 

確認事項 確認項目 対象設備 確認内容 判定 

溶接 
検査 
※１ 

材料検査 

①増設 RO 濃縮水受タ
ンク 

使用する材料が，溶接
規格等に適合するもの
であり，溶接施工法の
母材の区分に適合する
ものとする。 

使用する材料が溶接
規格等に適合するも
のであり，溶接施工
法の母材の区分に適
合するものであるこ
と。 

開先検査 
開先形状等が溶接規格
等に適合するものであ
ることを確認する。 

開先形状等が溶接規
格等に適合するもの
であること。 

溶接作業 
検査 

あらかじめ確認された
溶接施工法又は実績の
ある溶接施工法又は管
理されたプロセスを有
する溶接施工法である
ことを確認する。あら
かじめ確認された溶接
士により溶接が行われ
ていることを確認す
る。 

あらかじめ確認され
た溶接施工法および
溶接士により溶接施
工をしていること。 

非破壊 
試験 

溶接部について非破壊

検査を行い，その試験

方法及び結果が溶接規

格等に適合するもので

あることを確認する。 
 

溶接部について非破

壊検査を行い，その

試験方法及び結果が

溶接規格等に適合 

するものであるこ

と。 

耐圧・ 
漏えい 
検査 

検査圧力で保持した
後，検査圧力に耐えて
いることを確認する。 
耐圧確認終了後，耐圧
部分からの漏えいの有
無を確認する。 

検査圧力で保持した
後，検査圧力に耐え
ていること。 
耐圧確認終了後，耐
圧部分からの漏えい
がないこと。 

外観検査 

耐圧・漏えい検査後外
観上，傷・へこみ・変
形等の異常がないこと

を確認する。 

外観上，傷・へこみ・
変形等の異常がない
こと。 

※１：当該機器は用途変更して使用するため過去の記録を確認とする 

 

機器追設に伴う確認事項の追

加 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

別紙（５） 

 

建屋内 RO循環設備の関連設備における耐震性 

 

汚染水処理設備等のうち建屋内 RO循環設備の関連設備について，耐震性の評価を行う。 

なお，汚染水処理設備等のうち建屋内 RO循環設備の関連設備とは，サプレッションプール 

水サージタンク(B)および建屋内 ROで生成される濃縮塩水の移送ルート上の設備のうち SPT 

受入水タンクから RO 濃縮水供給ポンプまでの設備とし，具体的には以下に示す。 

（現行記載なし） 

 

 

 

建屋内 RO循環設備の関連設備 

 ・サプレッションプール水サージタンク(B) （以下、SPT(B)） 

 ・SPT受入水移送ポンプ 

 ・廃液 RO供給ポンプ 

 ・RO濃縮水供給ポンプ 

 ・SPT受入水タンク 

 ・廃液 RO供給タンク（35m3，40m3，42m3，110m3） 

 ・RO濃縮水受タンク 

 ・淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-1A） 

・淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-1B） 

・淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-2） 

・淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-3） 

・主要配管（SPT受入水タンクから RO濃縮水供給ポンプまで） 

 

（中略） 

 

2.1 転倒評価 

 

（中略） 

 

・SPT受入水移送ポンプ 

・廃液 RO供給ポンプ 

・RO濃縮水供給ポンプ 

・SPT受入水タンク 

・廃液 RO供給タンク（35m3，40m3，42m3，110m3） 

・RO濃縮水受タンク 

・淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-2） 

・淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-3） 

 

 

別紙（５） 

 

建屋内 RO循環設備の関連設備における耐震性 

 

汚染水処理設備等のうち建屋内 RO 循環設備の関連設備について，耐震性の評価を行う。なお，汚染

水処理設備等のうち建屋内 RO循環設備の関連設備とは，サプレッションプール水サージタンク(B)およ

び建屋内 ROで生成される濃縮塩水の移送ルート上の設備のうち SPT受入水タンクから RO濃縮水供給ポ

ンプまでの設備とし，具体的には以下に示す。 

追設する関連機器の耐震性については「添付 15 別紙（3）建屋内 RO 循環設備および追設する関連機

器の構造強度及び耐震性」に記載する。 

 

 

建屋内 RO循環設備の関連設備 

・サプレッションプール水サージタンク(B) （以下、SPT(B)） 

 ・SPT受入水移送ポンプ 

 ・廃液 RO供給ポンプ 

 ・RO濃縮水供給ポンプ 

 ・SPT受入水タンク 

 ・廃液 RO供給タンク（35m3，40m3，42m3，110m3） 

 ・RO濃縮水受タンク 

 ・淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-3） 

・主要配管（SPT受入水タンクから RO濃縮水供給ポンプまで） 

 

 

 

 

（中略） 

 

2.1 転倒評価 

 

（中略） 

 

・SPT受入水移送ポンプ 

・廃液 RO供給ポンプ 

・RO濃縮水供給ポンプ 

・SPT受入水タンク 

・廃液 RO供給タンク（35m3，40m3，42m3，110m3） 

・RO濃縮水受タンク 

・淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-3） 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載の見直し 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2.2 基礎ボルトの強度評価 

建屋内 RO循環設備の関連設備のうち以下の設備について，添付資料-3「汚染水処理 

設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果」に示すとおり基礎ボルトの強度評 

価を行い，基礎ボルトの強度が確保されることを確認した。 

・淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-1A） 

・淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-1B） 

 

（中略） 

 

2.3 角形タンクの応力評価 

 

（中略） 

2.4 各設備の設置場所における地盤支持力 

 

（中略） 

 

表－１ 各設備の設置場所における地盤支持力の評価結果 

評価対象機器※１ 水平震度 
鉛直荷重

[kN] 

許容支持力

[kN] 

淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-1A/RO-1B） 0.3 140 697 

淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-2） 0.3 58 231 

淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-3） 0.3 648 1,885 

SPT受入水タンク※２ 0.3 1,305 1,548 

廃液 RO供給タンク（40m3）※３ 0.3 596 2,045 

 

（中略） 

 

2.5 主要配管の耐震性評価 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

（記載を削除） 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

2.2 角形タンクの応力評価 

 

（中略） 

2.3 各設備の設置場所における地盤支持力 

 

（中略） 

 

表－１ 各設備の設置場所における地盤支持力の評価結果 

評価対象機器※１ 水平震度 
鉛直荷重

[kN] 

許容支持力

[kN] 

淡水化装置（逆浸透膜装置）（RO-3） 0.3 648 1,885 

SPT 受入水タンク※２ 0.3 1,305 1,548 

廃液 RO 供給タンク（40m3）※３ 0.3 596 2,045 

 

（中略） 

 

 

 

2.4主要配管の耐震性評価 

 

（中略） 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

（現行記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙（６） 

 

淡水化装置（RO-1A/B，RO-2）の撤去方法について 

 

 淡水化装置（RO-1A/B，RO-2）の廃止に伴い，解体・撤去作業の方法について定める。 

作業にあたっては被ばく量を低減するため，作業エリアのダスト飛散抑制や雰囲気線量率の低減を図

る。また，万が一のダスト濃度上昇に備え，全面マスクを着用して作業を実施する。ダスト飛散抑制と

しては，汚染箇所に対する適切な養生，作業エリアの定期的なダスト測定，局所排風機の設置等を作業

内容に応じて適宜実施する。雰囲気線量率の低減としては，高線量物に対する遮へい設置を作業内容に

応じて適宜実施する。 

 

1. RO膜及びフィルター容器 

RO 膜及び RO 膜を収容するフィルター容器は，淡水置換し，エアブローにより水抜きした後，ダスト

及び残水の飛散を抑制するため開口部を養生する。抜き取った RO 膜及びフィルター容器は，テント内

にて養生された状態で静置して水切りを行った上で細断して腐食しないよう袋養生し，金属製の保管容

器に収納し，一時保管エリアにて一時保管する。 

細断はダスト飛散抑制のため，作業上困難な場合以外はテント内にて，フィルター付き局所排風機に

よる排気を行いながら実施する。水抜き時は監視人を配置のうえ仮設の受けパンとダストおよび残水飛

散防止のための養生を設置し，回収した残水はプロセス主建屋へ移送する。 

表面線量率は 0.1mSv/h 以下と想定しており，表面線量率に応じて定められた瓦礫類の一時保管エリ

アにて一時保管する。表面線量率が 0.1mSv/h を超える場合においても，表面線量率に応じて定められ

た一時保管エリアにて一時保管する。 

 

2. 急速ろ過塔・ＭＭＦ・タンク類 

急速ろ過塔・マルチメディアフィルター（以下，ＭＭＦ）は，接続配管の切り離し後，塔内の水抜き

を行う。ＭＭＦはそのままでは保管容器に入りきらないため，塔上部よりろ過材の回収を行った後，塔

内を RO 処理水等で洗浄した上で細断して腐食しないよう袋養生し，金属製の保管容器に収納し，一時

保管エリアにて一時保管する。 

タンク類は仮設ポンプ，またはパワープロベスター車を用いて残水の水抜き後，内面に汚染が確認さ

れた場合は洗浄を行った上で細断して腐食しないよう袋養生し，金属製の保管容器に収納し，一時保管

エリアにて一時保管する。 

細断はダスト飛散抑制のため，作業上困難な場合以外はテント内にて，フィルター付き局所排風機に

よる排気を行いながら実施する。ろ過材回収時はダストの飛散を抑制するため，作業ハウスおよびグロ

ーブボックス、フィルター付き局所排風機を設置する。水抜き時は監視人を配置のうえ仮設の受けパン

とダストおよび残水飛散防止のための養生を設置し，回収した残水はプロセス主建屋へ移送する。 

表面線量率は 0.1mSv/h 以下と想定しており，表面線量率に応じて定められた瓦礫類の一時保管エリ

アにて一時保管する。表面線量率が 0.1mSv/h を超える場合においても，表面線量率に応じて定められ

た一時保管エリアにて一時保管する。 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

（現行記載なし） 

 

 

 

3. ポンプ，配管，付属機器 

ポンプ，配管類（弁，ホース含む）は，残水の水抜きを行った上で細断して腐食しないよう袋養生し，

金属製の保管容器に収納し，一時保管エリアにて一時保管する。 

細断はダストの飛散を抑制するため，養生を行った上で実施する。ポンプの解体・配管の開放は，隔

離処置（弁閉）及び水抜き後に実施する。継続使用する設備との切り離しはフランジ部とし，開放部を

閉止する。 

細断はダスト飛散抑制のため，作業上困難な場合以外はテント内にて，フィルター付き局所排風機に

よる排気を行いながら実施する。水抜き時は監視人を配置のうえ仮設の受けパンとダストおよび残水飛

散防止のための養生を設置し，回収した残水はプロセス主建屋へ移送する。また，配管類からの残水が

想定より多かった場合に備え，受けパンより水を移送するための仮設タンク，ポンプを準備する。 

付属機器（ケーブル，計器等）は金属製の保管容器に収納し，一時保管エリアにて一時保管する。 

表面線量率は 0.1mSv/h 以下と想定しており，表面線量率に応じて定められた瓦礫類の一時保管エリ

アにて一時保管する。表面線量率が 0.1mSv/h を超える場合においても，表面線量率に応じて定められ

た一時保管エリアにて一時保管する。なお，β汚染が確認された場合及びβ汚染の恐れのある場合につ

いては容器に収納した上で一時保管する。 

 

4. ダスト飛散抑制対策 

解体・撤去作業前に，既設 RO-1,2 テント内の機器表面および床面の清掃を実施し，ダストの飛散を

抑制する。系統機器内の残水はダスト飛散の抑制・漏えい防止対策を施した手順にて回収し、プロセス

主建屋地下へ移送する。 

解体・撤去作業は極力テント内で行うこととする。テント外の解体対象機器は配管・弁であるが，ダ

スト飛散を抑制する手順にて切り離しを行い，養生した上でテントへ運び込み細断・保管容器への収納

を行う。 

解体・撤去期間中においては，作業実施日は毎日，作業前・作業中・作業後においてテント内のダス

ト測定を実施する。作業中の測定についてはダスト濃度上昇が最大になると予想される作業中(配管切

断等)に実施し，テント内作業管理基準値を超過した場合は一旦作業を中止し，ダスト飛散元の養生や

作業計画の見直しを行う。ダスト測定ポイントについては各テントにおいて、作業計画時に当日でダス

ト濃度上昇が最大になると予想される箇所で実施する。 

テント側面には物品搬出入口を設けるが，搬出入口は作業計画上で必要となる最小サイズとし，開閉

可能かつ，閉止時にダストが通過しない構造のカバーを取付ける。 

また，物品搬出入時はテント内の作業を中断し，搬出入作業前・作業中・作業後のダスト測定をテン

ト外側にて行い，テント外作業管理基準値を超過した場合は一旦作業を中止し，ダスト飛散元の養生や

作業計画の見直しを行う。 

また，構内の連続ダストモニタにて放射性物質濃度の監視を行う。 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

（現行記載なし） 

 

5. 汚染拡大防止 

金属製の保管容器は，屋外保管環境下での腐食防止のため，塗装を施した金属材料を使用する。また，

保管容器は，雨水が容易に入り難い構造とする。 

 

6. 瓦礫類発生量 

撤去に伴う瓦礫類は約 240m3発生する見込みである。 

 

7. 淡水化装置（RO-1A/B，RO-2）の撤去に係る確認事項について 

淡水化装置（RO-1A/B，RO-2）の撤去に係る確認事項を表－１に示す。 

 

表－１確認事項 

（淡水化装置（RO-1A/B，RO-2）） 

確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

機能 機能確認 
実施計画の通り施工されてい

ることを確認する。 

実施計画の通りであること。 

 

以上 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

参考資料（１） 

 

建屋内 RO循環設備の具体的な安全確保策 

 

建屋内 RO循環設備の漏えい発生防止対策，放射線遮へい対策，環境条件対策等について具体 

的な安全確保策を以下の通り定め，実施する。 

 

（中略） 

 

1. 放射性物質の漏えい防止等に対する考慮 

(1)漏えい発生防止 

ａ．建屋内 RO循環設備の移送配管は，耐食性を有するポリエチレン管及びライニングを施し 

た鋼管等を使用する。ただし，建屋内 ROの逆浸透膜を連結する配管は，耐圧ホースとす 

る。耐圧ホースの接続部は，サポート等により配管を固定することで，取合部が外れる 

ことがないようにする。 

 

（中略） 

 

ｃ．屋外敷設箇所のうち重機による作業や車両の通行がある箇所について，道路跨ぎ部の配 

管は地中に設置したトラフ内に敷設することで，車両の通過時に損傷しないようにする。 

地上部の配管はトラフ内に敷設することで，外部と接触しないようにする。 

 

(2)漏えい検知・漏えい拡大防止 

 

（中略） 

 

ｂ．漏えい拡大防止のため，ＳＰＴ廃液昇圧ポンプ，ろ過器，ろ過処理水受タンク，ろ過処 

理水移送ポンプ，ろ過処理水昇圧ポンプ，建屋内 RO，淡水化処理水受タンク，ＣＳＴ移 

送ポンプ及び配管等の付帯設備を囲うように防水塗装を施した堰を設置する。 

 

 

（中略） 

 

ｄ．堰は，機器等に内包する処理水を受けられる容量を確保していることから，漏えいが発 

生した場合でも堰内に収まり，堰外へ漏えいすることはない（表－１）。 

 

 

表－１ 漏えい拡大防止 堰仕様（設計値） 

 

（中略） 

 

図－１ 漏えい拡大防止 堰配置図 

 

（中略） 

 

表－２ 漏えい拡大防止評価 

 

 

（中略） 

 

参考資料（１） 

 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の具体的な安全確保策 

 

建屋内 RO 循環設備および追設する関連機器の漏えい発生防止対策，放射線遮へい対策，環境条件対策

等について具体的な安全確保策を以下の通り定め，実施する。 

 

（中略） 

 

1. 放射性物質の漏えい防止等に対する考慮 

(1)漏えい発生防止 

ａ．建屋内 RO 循環設備および追設する関連機器の移送配管は，耐食性を有するポリエチレン管及び

ライニングを施した鋼管等を使用する。ただし，建屋内 RO の逆浸透膜を連結する配管は，耐圧

ホースとする。耐圧ホースの接続部は，サポート等により配管を固定することで，取合部が外れ

ることがないようにする。 

 

（中略） 

 

 ｃ．建屋内 RO 循環設備で屋外敷設箇所のうち重機による作業や車両の通行がある箇所について，道

路跨ぎ部の配管は地中に設置したトラフ内に敷設することで，車両の通過時に損傷しないように

する。地上部の配管はトラフ内に敷設することで，外部と接触しないようにする。 

 

(2)漏えい検知・漏えい拡大防止 

 

（中略） 

 

ｂ．漏えい拡大防止のため，SPT 廃液昇圧ポンプ，ろ過器，ろ過処理水受タンク，ろ過処理水移送ポ

ンプ，ろ過処理水昇圧ポンプ，建屋内 RO，淡水化処理水受タンク，CST 移送ポンプ，建屋内 RO濃

縮水受タンク，建屋内 RO 濃縮水移送ポンプ，増設 RO 濃縮水受タンク，増設 RO 濃縮水供給ポン

プ及び配管等の付帯設備を囲うように防水塗装を施した堰を設置する。 

 

（中略） 

 

ｄ．堰は，機器等に内包する処理水を受けられる容量を確保していることから，漏えいが発生した

場合でも堰内に収まり，堰外へ漏えいすることはない（表－１，３）。 

  屋外に設置する増設 RO濃縮水受タンクの基礎および堰についての説明はｅ項に記載する。 

 

表－１ 建屋内 RO循環設備の漏えい拡大防止 堰仕様（設計値） 

 

（中略） 

 

図－１ 建屋内 RO循環設備の漏えい拡大防止 堰配置図 

 

（中略） 

 

表－２ 建屋内 RO循環設備の漏えい拡大防止評価 

 

（中略） 

 

 

RO-1,2 廃止に伴う記載の見直

し 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

（現行記載なし） 

 

表－３ 建屋内 RO濃縮水受タンク堰高さ及び堰内容量 

対象設備 

想定漏えい量  

基礎外周堰

の堰内容量 

（m3） 

（計画値） 

運用水量 

（m3） 

使用不可水量 

（m3） 

基礎外周堰

の堰内面積 

（m2） 

基礎外周堰

の高さ 

（m） 

建屋内 RO 

濃縮水 

受タンク 

① ② ③※1 ④ ⑤※2 

30 0 30.1 68.3 0.44以上 

※１ ③ = ④ × ⑤ 

※２ ⑤ =（①＋②）／④ 

 

 
図－２ 建屋内 RO濃縮水受タンクの漏えい拡大防止 堰配置図 

 

 

 

 

RO-1,2 廃止に伴う記載の見直

し 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

（現行記載なし） ｅ．増設 RO濃縮水受タンクの基礎及び堰に関する説明書 

(a)タンク基礎の支持力  

ⅰ．評価方法  

タンクの鉛直荷重と極限支持力を比較して評価を行う。支持力の算定式は「社団法人日本道路協

会（2002）：道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編」に基づき次式を用いる。 

計算した結果，①タンクの鉛直荷重＜②タンク基礎底面地盤の極限支持力であり，安全性を有して

いることを確認する。 

 

 

 

ⅱ．管理  

地盤改良後，簡易支持力測定器（キャスポル）※により地盤の強度を測定し，上記式により必要

な極限支持力を有していることを確認する。  

※ランマー（重鎮）を一定の高さから地盤に自由落下させたときに生ずる衝撃加速度の最大値と地

盤強度特性値と相関させる衝撃加速度法を基本原理とした簡易な測定器。 

 

(b)タンク基礎の不陸  

ⅰ．評価方法  

    タンクの設置高さが，設計高さに対して許容値以内※であることを確認する。  

   ※ 設計高さ±30mm（社内基準値） 

 

ⅱ．管理  

タンク基礎高さ（レベル）を測量し，当該高さが設計高さに対して±30mm以内であることを確認

する。 

 

(c)増設 RO濃縮水受タンクの堰内容量  

増設 RO濃縮水受タンクから漏えいが生じた際に，漏えい水の拡大を抑制するための増設 RO濃縮水

受タンクの堰内容量は，機器等に内包する処理水を受けられる容量に，大雨時の作業等を考慮した余

裕高さ（堰高さで 20㎝）分の容量との合計とする。増設 RO濃縮水受タンクの堰高さ及び堰内容量を

表－４に示す。 

 

RO-1,2 廃止に伴う記載の見直

し 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

（現行記載なし） 表－４ 増設 RO濃縮水受タンク堰高さ及び堰内容量 

対象設備 

想定漏えい量  

基礎外周堰

の堰内容量 

（m3） 

（計画値） 

運用水量 

（m3） 

使用不可水量 

（m3） 

基礎外周堰

の堰内面積 

（m2） 

基礎外周堰

の高さ 

（m） 

増設 RO 

濃縮水 

受タンク 

① ② ③※1 ④ ⑤※2 

30 0 43.7 65.2 0.67以上 

※１ ③ = ④ × ⑤ 

※２ ⑤ =（①＋②）／④＋0.2（余裕分 20cm） 

 

 
図－３ 増設 RO濃縮水受タンクの漏えい拡大防止 堰配置図 

 

 

 

機器追設に伴う記載の追記 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

(3)放射線遮へいに対する考慮 

建屋内 RO循環設備の機器表面線量は，1mSv/h以下となるよう適切な遮へいを設ける。 

 

 

（中略） 

 

(6) 敷地境界における実効線量 

建屋内 RO循環設備が敷地境界における実効線量に対して与える影響は，最も近い敷地境界評 

価地点 No.7において約 0.0001mSv/年未満※であり，線量評価上有意な値ではない。 
※ろ過器及び RO装置の表面線量を運用上の最大値（1mSv/h）とし，本設備に最も近い評価済みの放射性廃 

棄物一時保管エリア Nと表面線量率，表面積，距離，コンクリート遮蔽有無を比較することにより，敷地 

境界で最大となる評価点への影響を確認した結果。 

 

（現行記載なし） 

 

 

2. 環境条件対策 

 

（中略） 

 

(4)生物汚染 

当該設備は，滞留水を直接移送するものではなく，処理装置等を経由した SPTの貯留水を移 

送していることから，有意な微生物腐食等は発生しないと考えられる。 

 

（中略） 

 

(3)放射線遮へいに対する考慮 

建屋内 RO 循環設備および追設する関連機器の機器表面線量は，1mSv/h 以下となるよう適切な遮へい

を設ける。 

 

（中略） 

 

(6) 敷地境界における実効線量 

ａ．建屋内 RO 循環設備が敷地境界における実効線量に対して与える影響は，最も近い敷地境界評価

地点 No.7において約 0.0001mSv/年未満※であり，線量評価上有意な値ではない。 

※ろ過器及び RO装置の表面線量を運用上の最大値（1mSv/h）とし，本設備に最も近い評価済みの放

射性廃棄物一時保管エリア Nと表面線量率，表面積，距離，コンクリート遮蔽有無を比較すること

により，敷地境界で最大となる評価点への影響を確認した結果。 

ｂ.追設する関連機器のうち屋外に設置する増設 RO 濃縮水受タンクが敷地境界における実効線量に

対して与える影響は，最も近い敷地境界評価地点 No.14において 1.01×10-4mSv/年である。 

 

2. 環境条件対策 

 

（中略） 

 

(4)生物汚染 

建屋内 RO 循環設備および追設する関連機器は，滞留水を直接移送するものではなく，処理装置等を

経由した SPTの貯留水を移送していることから，有意な微生物腐食等は発生しないと考えられる。 

 

（中略） 

 

 

機器追設に伴う記載の追記 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

参考資料（３） 

 

建屋内 RO循環設備の配置 

 

建屋内 RO循環設備の配置を図－１に示す。 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料（３） 

 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の配置 

 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の配置を図－１に示す。 

 

 
 

図－１ 建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の配置概略図（１／２） 

 

 

 

機器追設に伴う記載の見直し 

 

 

 

 

 

SPT水移送配管

濃縮塩水移送配管

淡水移送配管

既設配管（参考表記）

淡水化装置（2F）

1号機 2号機 3号機 4号機

SPT受入水タンク

#1 CST #2 CST #3 CST

建屋内RO濃縮水受タンク（2F）

建屋内RO濃縮水移送ポンプ（2F）

SPT(B)

 

図－１ 建屋内 RO循環設備の配置概略図 

SPT水移送配管 

濃縮塩水移送配管 

淡水移送配管 

既設配管（参考表記） 

淡水化装置（2F） 

1 号機 2 号機 3 号機 4 号機 

SPT 受入水タンク 

SPT(B) 

#1 CST #2 CST #3 CST 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

（現行記載なし） 

 

 

 
 

図－１ 建屋内 RO循環設備および追設する関連機器の配置概略図（２／２） 

 

機器追設に伴う記載の見直し 
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 変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

参考資料（４） 

 

建屋内 RO循環設備のスロッシング評価 

 

建屋内 RO循環設備のうちタンクについて，地震発生時のタンク内包水のスロッシング評 

価を実施した。速度ポテンシャル理論に基づきスロッシング波高の評価を行った結果，ス 

ロッシング時のタンク内の液位がタンク天板に到達しないことを確認した。 

 スロッシング評価の流れは下記の通り。 

・速度ポテンシャル理論に基づき，スロッシング固有周期（水面の一次固有周期） 

を算出する。 

・タンク設置エリアの 4号機タービン建屋 2階における弾性設計用地震動：Sd-1,2,3 

に対する速度応答スペクトルから，スロッシング固有周期に応じた速度応答値を 

求める。 

 

 

 

（中略） 

 

表－１ 建屋内 RO循環設備のうちタンクのスロッシング評価結果 

機器名称 
スロッシング 

波高［mm］ 

スロッシング時

液位［mm］ 

タンク高さ

［mm］ 

ろ過処理水受タンク 10m3容量 354 3,045 3,500 

淡水化処理水受タンク 10m3容量 361 3,485 3,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料（５） 

 

建屋内 RO循環設備の関連設備におけるスロッシング評価 

 

建屋内 RO 循環設備の関連設備のうちタンクについて，地震発生時のタンク内包水のスロッシング評

価を実施した。速度ポテンシャル理論に基づきスロッシング波高の評価を行った結果，スロッシング時

のタンク内の液位がタンク天板に到達しないことを確認した。 

スロッシング評価の流れは下記の通り。 

 

 

 

 

参考資料（４） 

 

建屋内 RO循環設備および追設する関連機器のスロッシング評価 

 

屋内 RO 循環設備および追設する関連機器のうちタンクについて，地震発生時のタンク内包水のスロ

ッシング評価を実施した。速度ポテンシャル理論に基づきスロッシング波高の評価を行った結果，スロ

ッシング時のタンク内の液位がタンク天板に到達しないことを確認した。 

 スロッシング評価の流れは下記の通り。 

・速度ポテンシャル理論に基づき，スロッシング固有周期（水面の一次固有周期）を算出する。 

・タンク設置エリアの 4 号機タービン建屋 2 階における弾性設計用地震動：Sd-1,2,3 に対する速度

応答スペクトルから，スロッシング固有周期に応じた速度応答値を求める。増設 RO 濃縮水受タン

クは T.P.33.5m盤における基準地震動：Ss-1,2,3に対する速度応答スペクトル（参考資料（５）に

記載）から，スロッシング固有周期に応じた速度応答値を求める。 

 

 

 

（中略） 

 

表－１ 建屋内 RO循環設備および追設する関連機器のうちタンクのスロッシング評価結果 

機器名称 
スロッシング 

波高［mm］ 

スロッシング時

液位［mm］ 

タンク高さ

［mm］ 

ろ過処理水受タンク 10m3容量 354 3,045 3,500 

淡水化処理水受タンク 10m3容量 361 3,485 3,800 

建屋内 RO濃縮水受タンク 30m3容量 386 5,216 5,250 

増設 RO濃縮水受タンク 30m3容量 533 4,933 4,982 

 

 

 

 

 

 

参考資料（５） 

 

建屋内 RO循環設備の関連設備におけるスロッシング評価 

 

建屋内 RO 循環設備の関連設備のうちタンクについて，地震発生時のタンク内包水のスロッシング評

価を実施した。速度ポテンシャル理論に基づきスロッシング波高の評価を行った結果，スロッシング時

のタンク内の液位がタンク天板に到達しないことを確認した。 

スロッシング評価の流れは下記の通り。 

なお，追設する関連機器のスロッシング評価については「添付 15 参考資料（4）建屋内 RO循環設備

および追設する関連機器のスロッシング評価」に記載する。 

 

 

 

機器追設に伴う記載の見直し 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－２０ 

 

RO濃縮塩水を移送する配管の追設について 

 

 

 

以下，省略 

 

添付資料－２０ 

 

廃止（RO濃縮塩水を移送する配管の追設について） 

 

フランジタンク撤去に伴い本内容を削除 

 

以下，省略 

 

 

 

 

RO 濃縮水を移送する配管撤去

に伴う記載の削除 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－２ 

 

放射性液体廃棄物処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 

 

1.2.6 配管 

1.2.6.1 構造強度評価 

1.2.6.1.1 配管（鋼管） 

1.2.6.1.1.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－１に示す。 

 

（中略） 

 
 

 

 

 

添付資料－２ 

 

放射性液体廃棄物処理設備等に関する構造強度及び耐震性等の評価結果 

 

1.2.6 配管 

1.2.6.1 構造強度評価 

1.2.6.1.1 配管（鋼管） 

1.2.6.1.1.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－１に示す。 

 

（中略） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ８エリアタンクへの配管追

設に伴う記載の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管概略図(９／１８)
処理済水移送ポンプ（Ａ）より

配管概略図(９／１８)

処理済水移送ポンプ（Ｂ）より

図－１ 配管概略図（１０／１８）

多核種処理水貯槽へ

PE

増設多核種除去設備
配管概略図(７／１２）より

PE

配管概略図(１１／１８)
多核種処理水貯槽へ

PE
多核種
処理水
貯槽へ

配管概略図(１／１８)
多核種除去設備上流配管へ

PE

PE

PE

PE

㉕

㉖

㉕

㉕㉕

㉕

㉕

㉕

㉕ PE ㉕ ㉕ ㉕ ㉕

PE PE PE

配管概略図(１２／１８)
多核種処理水貯槽へ

配管概略図（１３／１８）
多核種処理水貯槽へ

配管概略図（１４／１８）
多核種処理水貯槽へ

配管概略図（１５／１８）
多核種処理水貯槽へ

配管概略図（１６／１８）
多核種処理水貯槽へ

記号凡例
PE ：ポリエチレン管

図中の番号は、1.2.6.1.1.3の番号に対応する。

※使用する材料に変更の無い範囲で図に示す
配管構成は変更となる場合がある

PE

配管概略図（１８／１８）
多核種処理水貯槽へ

PE PE PEPE

PE

図－１ 配管概略図（１１／１８）

PE PE PE

PE PE PE

PE

配管概略図（１０／１８）
処理済水移送配管より

Sr処理水

貯槽
(K1エリア

(C)) Sr処理水
貯槽

(K2エリア
(A))

Sr処理水

貯槽

(K2エリア

(D))

記号凡例
PE ：ポリエチレン管

図中の番号は、1.2.6.1.1.3の番号に対応する。

※使用する材料に変更の無い範囲で図に示す
配管構成は変更となる場合がある

多核種処理水
貯槽

(K4エリア
(E))

多核種処理水

貯槽
(K4エリア

(B))

PE

PE

PE

PE

配管概略図(９／１８)
処理済水移送ポンプ（Ａ）より

配管概略図(９／１８)
処理済水移送ポンプ（Ｂ）より

図－１ 配管概略図（１０／１８）

多核種処理水貯槽へ

PE

増設多核種除去設備
配管概略図(７／１２）より

PE

配管概略図(１１／１８)
多核種処理水貯槽へ

PE
多核種
処理水
貯槽へ

配管概略図(１／１８)
多核種除去設備上流配管へ

PE

PE

PE

PE

㉕

㉖
㉕

㉕㉕

㉕

㉕

㉕

㉕ PE ㉕ ㉕ ㉕ ㉕

PE PE PE

配管概略図(１２／１８)
多核種処理水貯槽へ

配管概略図（１３／１８）
多核種処理水貯槽へ

配管概略図（１４／１８）
多核種処理水貯槽へ

配管概略図（１５／１８）
多核種処理水貯槽へ

配管概略図（１６／１８）
多核種処理水貯槽へ

記号凡例
PE ：ポリエチレン管

図中の番号は、1.2.6.1.1.3の番号に対応する。

※使用する材料に変更の無い範囲で図に示す
配管構成は変更となる場合がある

PE

配管概略図（１８／１８）
多核種処理水貯槽へ

PE PE PEPE

PE

RO濃縮水
貯槽15（B)

PE

PE

図－１ 配管概略図（１１／１８）

PE PE PE

PE PE PE

PE

配管概略図（１０／１８）
処理済水移送配管より

Sr処理水

貯槽
(K1北エリア

(A)) Sr処理水
貯槽

(K2エリア
(A))

Sr処理水

貯槽

(K2エリア

(D))

記号凡例
PE ：ポリエチレン管

図中の番号は、1.2.6.1.1.3の番号に対応する。

※使用する材料に変更の無い範囲で図に示す
配管構成は変更となる場合がある

多核種処理水
貯槽

(K4エリア
(E))

多核種処理水

貯槽
(K4エリア

(B))

PE

PE

PE

PE
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.16.1 多核種除去設備） 

2 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－４ 

 

多核種除去設備の具体的な安全確保策 

 

 

（中略） 

 

1. 放射性物質の漏えい防止等に対する考慮 

(1) 漏えい発生防止 

 

（中略） 

 

e. 鋼材もしくはポリエチレンの継手部は，可能な限り溶接構造もしくは融着構造とする。 

また，Ｇ１南，Ｈ５，Ｈ６（Ⅰ），Ｂ，Ｂ南，Ｈ３，Ｈ６（Ⅱ）エリアタンク設置に 

伴い新設する移送配管は，漏えい堰等が設置されないフランジ構造の継手部について 

シール材又は発泡剤の充填を実施し，Ｇ６，Ｇ１，Ｇ４南エリアタンク設置に伴い新 

設する移送配管は，供用の終了後に配管の水抜きを実施する。供用の終了後とは，タ 

ンクが満水の状態となった後を示す。 

 

 

 

以上 

 

 

添付資料－４ 

 

多核種除去設備の具体的な安全確保策 

 

 

（中略） 

 

1. 放射性物質の漏えい防止等に対する考慮 

(1) 漏えい発生防止 

 

（中略） 

 

e. 鋼材もしくはポリエチレンの継手部は，可能な限り溶接構造もしくは融着構造とする。 

また，Ｇ１南，Ｈ５，Ｈ６（Ⅰ），Ｂ，Ｂ南，Ｈ３，Ｈ６（Ⅱ）エリアタンク設置に 

伴い新設する移送配管は，漏えい堰等が設置されないフランジ構造の継手部について 

シール材又は発泡剤の充填を実施し，Ｇ６，Ｇ１，Ｇ４南エリアタンク設置に伴い新 

設する移送配管及びＨ８エリアタンクに多核種除去設備で処理した処理済水を移送 

するため新設する移送配管は，供用の終了後に配管の水抜きを実施する。供用の終了 

後とは，タンクが満水の状態となった後を示す。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ８エリアタンクへの配管追

設に伴う記載の追加 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅱ章 2.35 サブドレン他水処理施設） 

1 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－５ 

 

 

（中略） 

 

2.5 主配管 

2.5.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－１０に示す。 

 

(中略) 

 

 
 

図－１０ 配管概略図（６/６） 

 

添付資料－５ 

 

 

（中略） 

 

2.5 主配管 

2.5.1 評価箇所 

強度評価箇所を図－１０に示す。 

 

(中略) 

 

 
 

図－１０ 配管概略図（６/６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ８エリアタンク用途変更に

伴う記載の削除 

配管概略図（５／６）
RO濃縮水処理水移送
ポンプA/Bより

PE

屋内 屋外 PE

Sr処理水
貯槽

(K1南エリア
(D))

RO濃縮水
貯槽15
(A)

Sr処理水
貯槽

(K2エリア
(B))

RO濃縮水
貯槽15
(B)

記号凡例
PE：ポリエチレン管

PEPEPE

配管概略図（５／６）
RO濃縮水処理水移送
ポンプA/Bより

PE

屋内 屋外 PE

Sr処理水
貯槽

(K1南エリア
(D))

RO濃縮水
貯槽15
(A)

Sr処理水
貯槽

(K2エリア
(B))

記号凡例
PE：ポリエチレン管

PEPE
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ.2.36 雨水処理設備等） 

1 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2.36 雨水処理設備等 

 

2.36.1 基本設計 

 

（中略） 

 

2.36.1.3 設計方針 

2.36.1.3.1 雨水処理設備，貯留設備（タンク）,雨水移送用貯留設備（タンク）および関                 

      連設備（移送配管，移送ポンプ，雨水ＲＯ濃縮水移送ラインフィルタユニット）の設計方針 

 

（中略） 

 

2.36.2 基本仕様 

2.36.2.1 主要仕様 

 

（中略） 

 

2.36.2.1.2 雨水移送用貯留設備（タンク），関連設備（移送配管，移送ポンプ） 

(1)  集水ピット抜出ポンプ（完成品） 

台  数         66台 

容  量          36m３／ｈ／台 

 

台  数         8台 
容  量          48m３／ｈ／台 

 

（中略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.36 雨水処理設備等 

 

2.36.1 基本設計 

 

（中略） 

 

2.36.1.3 設計方針 

2.36.1.3.1 雨水処理設備，貯留設備（タンク）,雨水移送用貯留設備（タンク）および関                 

      連設備（移送配管，移送ポンプ，雨水ＲＯ濃縮水移送ラインフィルタユニット）の設計方針 

 

（中略） 

 

2.36.2 基本仕様 

2.36.2.1 主要仕様 

 

（中略） 

 

2.36.2.1.2 雨水移送用貯留設備（タンク），関連設備（移送配管，移送ポンプ） 

(1)  集水ピット抜出ポンプ（完成品） 

台  数         63台 

容  量          36m３／ｈ／台 

 

台  数         12台 

容  量          48m３／ｈ／台 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増設 RO 濃縮水受タ

ンク堰内雨水抜出

ポンプ追設，Ｈ９，

Ｈ９西エリアタン

ク撤去，Ｇ１，Ｇ４

南エリアへの設備

新設，Ｅエリア設備

撤去に伴う記載の

変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ.2.36 雨水処理設備等） 

2 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

増設 RO 濃縮水受タ

ンク堰設置，Ｈ９，

Ｈ９西エリアタン

ク撤去，Ｇ１，Ｇ４

南エリアへの設備

新設，Ｅエリア設備

撤去に伴う記載の

変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ.2.36 雨水処理設備等） 

3 

 

 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－２ 

 
 

（中略） 

 

添付資料－２ 

 
 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリア

タンク撤去に伴う記

載の変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ.2.36 雨水処理設備等） 

4 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－５ 

 

 

（中略） 

 

別図－２ モバイルＲＯ膜装置処理水タンク堰詳細図 

 
 

 

（中略） 

 

 

添付資料－５ 

 

 

（中略） 
 

別図－２ モバイルＲＯ膜装置処理水タンク堰詳細図 

 
 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

②の範囲について記

載を適正化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ.2.36 雨水処理設備等） 

5 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

添付資料－６ 

 

 

（中略） 

 

表２ 設備の設置完了目途 

設備 設置完了目途 

雨水移送ライン 

実施計画の変更認可 

（2018年 5月）範囲 
設置完了 

実施計画の変更認可 

（2018年 5月）から 

設計変更または新設する範囲 

2019年度中 

タンクエリア設置完了後 1 年以内目途 

雨水ＲＯ濃縮水移送ライン 2020年度中※1 
※１ 淡水化処理ＲＯ膜装置雨水受入タンクから雨水ＲＯ濃縮水受入タンクまでの雨水ＲＯ濃縮水移送ラインについては，

配管布設距離が非常に長く，新設タンクエリア設置等の多くの工事と干渉するので，設置時期が 2020年度中となる。

また，先行運用範囲外のモバイルＲＯ膜装置雨水受入タンクから雨水ＲＯ濃縮水受入タンクまでの雨水ＲＯ濃縮水移

送ラインの設置時期は，2018年度に設置完了している。 

 

 

（中略） 

 

 

添付資料－６ 

 

 

（中略） 

 

表２ 設備の設置完了目途 

設備 設置完了目途 

雨水移送ライン 

実施計画の変更認可 

（2018 年 5 月）範囲 
設置完了 

実施計画の変更認可 

（2018 年 5 月）から 

設計変更または新設する範囲 

設置完了（2019年度設置計画分） 

タンクエリア設置完了後 1 年以内目途 

実施計画の変更認可 

（2019年 7月）から 

設計変更または新設する範囲 

タンクエリア設置完了後 1 年以内目途 

雨水ＲＯ濃縮水移送ライン 2020年度中※1 
※１ 淡水化処理ＲＯ膜装置雨水受入タンクから雨水ＲＯ濃縮水受入タンクまでの雨水ＲＯ濃縮水移送ラインについては，配

管布設距離が非常に長く，新設タンクエリア設置等の多くの工事と干渉するので，設置時期が 2020年度中となる。ま

た，先行運用範囲外のモバイルＲＯ膜装置雨水受入タンクから雨水ＲＯ濃縮水受入タンクまでの雨水ＲＯ濃縮水移送ラ

インの設置時期は，2018年度に設置完了している。 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の訂正化 

 

 

Ｇ１，Ｇ４南エリア

タンク設備新設に伴

う記載の追加 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ.2.36 雨水処理設備等） 

6 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

増設RO濃縮水受タン

ク堰設置，Ｈ９，Ｈ９

西エリアタンク撤

去，Ｇ１，Ｇ４南エリ

アへの設備新設，Ｅ

エリア設備撤去及び

使用前検査終了に伴

う記載の変更、適正

化 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ.2.36 雨水処理設備等） 

7 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－７ 

 

（中略） 

 

1. 雨水処理設備等 

 

（中略） 

 

1.5. 瓦礫類発生量 

 a. タンクの解体・撤去に伴い，Bエリア：約 250m3，H5エリア：約 250m3，G6エリア： 

約 500 m3，H4エリア：約 500 m3，G4南エリア：約 250m3の瓦礫類が発生する見込み 

である。 

 b. ポンプ，移送配管の解体・撤去に伴い，Cエリア：約 20m3，Eエリア：約 10m3，G4北 

エリア：約 20m3，G5エリア：約 20m3の瓦礫類が発生する見込みである。（先行運用 

分含む） 

c. 瓦礫類は 0.1mSv/h以下の表面線量率であり，表面線量率に応じて定められた屋外の 

一時保管エリア（受入目安表面線量率 0.1mSv/h以下のエリア（一時保管エリア C， 

N，O，P1，AA））へ搬入する。 

ただし，表面線量率 0.1mSv/hを超えた瓦礫類は，エリア E1，P2，W，Xへ保管し，タ 

ンク減容片を保管した容器については，一時保管エリア P1または AAへ搬入する。 

また，表面線量率 1mSv/hを超えて 30mSv/h以下の瓦礫類は，固体廃棄物貯蔵庫第６， 

７，８，９棟へ搬入する。 

d. 今後発生する瓦礫類の保管容量が逼迫する場合は，受入目安表面線量率を満足する他 

の線量区分のエリアに瓦礫類を一時保管することにより保管容量を確保する。また， 

固体廃棄物貯蔵庫の追設等を行うことにより容量不足を解消していく。 

 

（以下，省略） 

 

 

添付資料－７ 

 

（中略） 

 

1. 雨水処理設備等 

 

（中略） 

 

1.5. 瓦礫類発生量 

 a. タンクの解体・撤去に伴い，Bエリア：約 250m3，H5エリア：約 250m3，G6エリア： 

約 500 m3，H4エリア：約 500 m3，G4南エリア：約 250m3の瓦礫類が発生する見込み 

である。 

 b. ポンプ，移送配管の解体・撤去に伴い，Cエリア：約 20m3，Eエリア：約 10m3，G4北 

エリア：約 20m3，G5エリア：約 20m3，H9エリア:約 20m3，H9西エリア：約 20m3の瓦 

礫類が発生する見込みである。（先行運用分含む） 

c. 瓦礫類は 0.1mSv/h以下の表面線量率であり，表面線量率に応じて定められた屋外の 

一時保管エリア（受入目安表面線量率 0.1mSv/h以下のエリア（一時保管エリア C， 

N，O，P1，AA））へ搬入する。 

ただし，表面線量率 0.1mSv/hを超えた瓦礫類は，エリア E1，P2，W，Xへ保管し，タ 

ンク減容片を保管した容器については，一時保管エリア P1または AAへ搬入する。 

また，表面線量率 1mSv/hを超えて 30mSv/h以下の瓦礫類は，固体廃棄物貯蔵庫第６， 

７，８，９棟へ搬入する。 

d. 今後発生する瓦礫類の保管容量が逼迫する場合は，受入目安表面線量率を満足する他 

の線量区分のエリアに瓦礫類を一時保管することにより保管容量を確保する。また， 

固体廃棄物貯蔵庫の追設等を行うことにより容量不足を解消していく。 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ９，Ｈ９西エリア

タンク撤去に伴う記

載の追加 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅱ.2.38 RO濃縮水処理設備） 

1 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2.38 RO濃縮水処理設備 

 

（中略） 

 

2.38.2.2 機器仕様 

（１）容器 

廃止（ａ．処理装置供給タンク） 

 

 

 

 

（中略） 

 

添付資料－１ 

 

RO濃縮水処理設備の撤去方法について 

 

（中略） 

 

１．処理装置供給タンク 

処理装置供給タンクは，内部を高圧水により洗浄し，残水を回収した後に，出入口配管等を取り外し，汚染

拡大防止を図った上で撤去・切断し，構内で保管する。 

 

（中略） 

 

1.3. 減容作業・保管時の汚染拡大防止策 

a.  減容作業は建屋内で実施する。減容エリアは区画し，切断に伴い発生するダストを局所排気装置で回

収することにより汚染の拡大防止とする。 

b.  タンク解体片を切断した減容片は，表面線量率に応じて定められた一時保管エリアにて一時保管す

る。なお，β汚染が確認された場合及びβ汚染の恐れのある場合については容器に収納した上で一時

保管する。 

c. 減容作業中は，作業エリアの空気中の放射性物質濃度を定期的に確認する。なお，測定値に異常が確

認された場合には，速やかに作業を中断し，集塵の強化等の対策を実施し，測定値が通常時に戻った

ことを確認してから再開する。 

ｄ. 集塵の強化等の対策を実施しても測定値が通常時に戻らない場合には，作業を中止する。その後，原

因を調査し，必要に応じて対策を施した上で再開する。 

 

1.4. 作業員の被ばく低減 

ａ． タンク内の洗浄作業では，タンク外から洗浄ノズルを挿入し，可能な限りタンクから離れた位置で作

業することにより，被ばく低減を図る。 

ｂ． タンク近傍で作業を行う場合は，アノラック等の防護装備を着用する。 

 ｃ. タンク減容作業中は，監視カメラを用いて低線量エリアで監視することにより，被ばくの低減を図る。 

 

1.5. 瓦礫類発生量 

 a. 処理装置供給タンクの解体・撤去に伴い，約 16m3の瓦礫類が発生する見込みである。 

 b. 瓦礫類の表面線量率は 0.1mSv/h以下と想定しており，瓦礫類は，表面線量率に応じて定められた一時

保管エリアにて一時保管する。表面線量率が 0.1mSv/hを超える場合においても，表面線量率に応じて定めら

れた一時保管エリアにて一時保管する。なお，β汚染が確認された瓦礫類及びβ汚染の恐れのある瓦礫類に

ついては容器に収納した上で一時保管する。 

 

（以下，省略） 

2.38 RO濃縮水処理設備 

 

（中略） 

 

2.38.2.2 機器仕様 

（１）容器 

汚染水処理設備等へ用途変更＊（ａ．処理装置供給タンク） 

※Ⅱ-2.5 汚染水処理設備等 2.5.2.1.1 汚染水処理設備，貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管，

移送ポンプ等）(93) 増設 RO濃縮水受タンク 

 

 

（中略） 

 

添付資料－１ 

 

RO濃縮水処理設備の撤去方法について 

 

（中略） 

 

１．処理装置供給タンク 

処理装置供給タンクは汚染水処理設備等へ用途変更することから，内部を高圧水により洗浄し，残水を回収

した後に，出入口配管等を取り外し，汚染拡大防止を図った上で撤去し，構内で保管する。 

 

（中略） 

 

（記載を削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 作業員の被ばく低減 

ａ． タンク内の洗浄作業では，タンク外から洗浄ノズルを挿入し，可能な限りタンクから離れた位置で作

業することにより，被ばく低減を図る。 

ｂ． タンク近傍で作業を行う場合は，アノラック等の防護装備を着用する。 

 （ｃ．項の記載を削除） 

 

（記載を削除） 

 

 

 

 

 

 

（以下，省略） 

 

処理装置供給タン

クの用途変更に伴

う記載の変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅲ.3.2.2 線量評価） 

1 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

2.2 線量評価 

 

（中略） 

 

2.2.2.2 各施設における線量評価 

 

（中略） 

 

（現行記載なし） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 線量評価 

 

（中略） 

 

2.2.2.2 各施設における線量評価 

 

（中略） 

 

（20）増設 RO濃縮水受タンク 

合 計 容 量 ： 約 30m3 

放 射 能 濃 度 ： 表２．２．２－２参照 

遮 蔽 ： 

 

側面：SUS316L（9mm） 

上面：SUS316L（6mm） 

評 価 点 ま で の 距 離 ： 約 1090ｍ 

線 源 の 標 高 ： T.P.約 35ｍ 

評 価 結 果 ： 約 0.0001mSv/年未満 ※影響が小さいため線量評価上無視

する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増設 RO 濃縮水受タ

ンク設置に伴う記

載の追記 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（Ⅲ.3.2.2 線量評価） 

2 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

表２．２．２－２ 評価対象核種及び放射能濃度 

 

 

 

 

 

 

 

（以下，省略） 

 

 

放射能濃度（Bq／cm3） 

Cs-134 
Cs-137 

（Ba-137m） 
Co-60 Mn-54 

Sb-125 

（Te-125m） 

Ru-106 

（Rh-106） 

Sr-90 

（Y-90） 

(a)濃縮廃液貯槽 

濃縮廃液貯槽①（H2エリア） 8.8E+02 1.2E+03 1.5E+03 7.8E+02 2.1E+03 5.1E+03 1.1E+07 

濃縮廃液貯槽②（H2エリア） 

濃縮廃液貯槽（Dエリア） 

濃縮水タンク 

3.0E+01 3.7E+01 1.7E+01 7.9E+01 4.5E+02 7.4E+00 2.8E+05 

(b)RO濃縮水貯槽 

RO濃縮水貯槽 15 1.3E-01 5.7E-01 2.7E-01 3.6E-02 6.4E+00 2.9E-01 2.2E+02 

RO濃縮水貯槽

17 

D 1.0E-02 7.2E-03 2.0E-02 6.9E-03 2.4E-02 2.8E-02 1.5E+00 

E,F,G 6.9E-01 3.1E+00 2.4E-01 1.7E-02 3.0E+00 2.9E-01 1.0E+02 

H 7.1E-01 3.2E+00 2.2E-01 1.6E-02 3.1E+00 2.9E-01 1.0E+02 

RO濃縮水貯槽

18 

A 1.1E-02 9.9E-03 5.6E-02 7.5E-03 2.3E-02 3.4E-02 1.4E+01 

B 5.0E-01 2.2E+00 1.8E-01 1.6E-02 7.1E-01 3.1E-01 6.2E+02 

C,N 2.3E-01 1.1E+00 3.2E-02 1.3E-02 4.4E-01 1.5E-01 1.3E+02 

G 8.8E-03 5.7E-03 8.4E-03 5.3E-03 1.8E-02 3.4E-02 1.2E+00 

RO濃縮水貯槽

20 
B,C,D,E 1.5E+00 3.0E+00 8.8E-01 1.1E+00 7.4E+00 2.6E-01 1.6E+04 

(c)サプレッションプール水サージタンク 

サプレッションプール水サー

ジタンク 
2.1E+00 2.3E+00 4.9E+00 7.8E-01 1.8E+01 8.0E+00 4.4E+04 

(d)受タンク等 

廃液 RO供給タンク 2.1E+00 2.3E+00 4.9E+00 7.8E-01 1.8E+01 8.0E+00 4.4E+04 

RO濃縮水受タンク 2.0E+00 4.4E+00 5.8E-01 9.9E-01 3.5E+01 8.8E+00 7.4E+04 

(e)ろ過水タンク 

ろ過水タンク 2.3E+00 4.3E+00 4.0E-01 6.3E-01 3.4E+01 1.2E+01 4.7E+04 

(f)Sr処理水貯槽 

Sr処理水貯槽（K2エリア) 5.8E-02 2.7E-02 5.0E-02 1.6E-02 5.5E+00 2.6E-01 6.9E+01 

Sr処理水貯槽（K1南エリア) 6.4E-02 2.6E-02 9.6E-02 1.6E-02 6.6E+00 3.1E-01 1.7E+01 

(g)濃縮水受タンク、濃縮処理水タンク仮置き場所 

濃縮水受タンク 1.1E+01 1.2E+01 7.1E+00 5.7E+00 6.9E+01 4.4E+01 1.2E+05 

(h)ブルータンクエリア 

ブルータンクエリア

A1,A2,B,C4 
5.9E+01 9.9E+01 2.3E+01 4.5E+01 1.2E+02 9.1E+01 2.1E+05 

表２．２．２－２ 評価対象核種及び放射能濃度 

 

 

 

 

（以下，省略） 

 

 

放射能濃度（Bq／cm3） 

Cs-134 
Cs-137 

（Ba-137m） 
Co-60 Mn-54 

Sb-125 

（Te-125m） 

Ru-106 

（Rh-106） 

Sr-90 

（Y-90） 

(a)濃縮廃液貯槽 

濃縮廃液貯槽①（H2エリア） 8.8E+02 1.2E+03 1.5E+03 7.8E+02 2.1E+03 5.1E+03 1.1E+07 

濃縮廃液貯槽②（H2エリア） 

濃縮廃液貯槽（Dエリア） 

濃縮水タンク 

3.0E+01 3.7E+01 1.7E+01 7.9E+01 4.5E+02 7.4E+00 2.8E+05 

(b)RO濃縮水貯槽 

RO濃縮水貯槽 15 1.3E-01 5.7E-01 2.7E-01 3.6E-02 6.4E+00 2.9E-01 2.2E+02 

RO濃縮水貯槽

17 

D 1.0E-02 7.2E-03 2.0E-02 6.9E-03 2.4E-02 2.8E-02 1.5E+00 

E,F,G 6.9E-01 3.1E+00 2.4E-01 1.7E-02 3.0E+00 2.9E-01 1.0E+02 

H 7.1E-01 3.2E+00 2.2E-01 1.6E-02 3.1E+00 2.9E-01 1.0E+02 

RO濃縮水貯槽

18 

A 1.1E-02 9.9E-03 5.6E-02 7.5E-03 2.3E-02 3.4E-02 1.4E+01 

B 5.0E-01 2.2E+00 1.8E-01 1.6E-02 7.1E-01 3.1E-01 6.2E+02 

C,N 2.3E-01 1.1E+00 3.2E-02 1.3E-02 4.4E-01 1.5E-01 1.3E+02 

G 8.8E-03 5.7E-03 8.4E-03 5.3E-03 1.8E-02 3.4E-02 1.2E+00 

RO濃縮水貯槽

20 
B,C,D,E 1.5E+00 3.0E+00 8.8E-01 1.1E+00 7.4E+00 2.6E-01 1.6E+04 

(c)サプレッションプール水サージタンク 

サプレッションプール水サー

ジタンク 
2.1E+00 2.3E+00 4.9E+00 7.8E-01 1.8E+01 8.0E+00 4.4E+04 

(d)受タンク等 

廃液 RO供給タンク 2.1E+00 2.3E+00 4.9E+00 7.8E-01 1.8E+01 8.0E+00 4.4E+04 

RO濃縮水受タンク 2.0E+00 4.4E+00 5.8E-01 9.9E-01 3.5E+01 8.8E+00 7.4E+04 

(e)ろ過水タンク 

ろ過水タンク 2.3E+00 4.3E+00 4.0E-01 6.3E-01 3.4E+01 1.2E+01 4.7E+04 

(f)Sr処理水貯槽 

Sr処理水貯槽（K2エリア) 5.8E-02 2.7E-02 5.0E-02 1.6E-02 5.5E+00 2.6E-01 6.9E+01 

Sr処理水貯槽（K1南エリア) 6.4E-02 2.6E-02 9.6E-02 1.6E-02 6.6E+00 3.1E-01 1.7E+01 

(g)濃縮水受タンク、濃縮処理水タンク仮置き場所 

濃縮水受タンク 1.1E+01 1.2E+01 7.1E+00 5.7E+00 6.9E+01 4.4E+01 1.2E+05 

(h)ブルータンクエリア 

ブルータンクエリア

A1,A2,B,C4 
5.9E+01 9.9E+01 2.3E+01 4.5E+01 1.2E+02 9.1E+01 2.1E+05 

(i)増設 RO濃縮水受タンク 

増設 RO濃縮水受タンク 2.0E+00 4.4E+00 5.8E-01 9.9E-01 3.5E+01 8.8E+00 7.4E+04 

増設 RO 濃縮水受タ

ンク設置に伴う記

載の追記 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（別冊集・目次） 

1 

 

 

 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

目次 

 

（中略） 

 

別冊１６ 建屋内 RO 循環設備に係る補足説明 

 Ⅰ 建屋内 RO 循環設備の構造強度評価に係る補足説明 

 Ⅱ 建屋内 RO 循環設備の耐震性評価に係る補足説明 

 

（以下，省略） 

 

 

 

目次 

 

（中略） 

 

別冊１６ 建屋内 RO 循環設備および追設する関連機器に係る補足説明 

 Ⅰ 建屋内 RO 循環設備の構造強度評価に係る補足説明 

 Ⅱ 建屋内 RO 循環設備の耐震性評価に係る補足説明 

 Ⅲ 追設する関連機器の構造強度・耐震性評価に係る補足説明 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

機器追設に伴う記載

の追加 
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